
 

 

久山町では、２０１７年度に「久山町一般廃棄物処理基本計画」を策定

しました。 

 

今回新たに２０２２年度に計画を改定しましたので、本計画をホームペ

ージに掲載します。 
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第１章 久山町一般廃棄物処理基本計画策定の趣旨 

第１節 基本計画策定の目的 

久山町は、2018年（平成 30年）2月に、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定し、ご

み及び生活排水の適正な処理・処分に努めてきたが、５年が経過し見直しの時期となって

いる。 

近年のごみ処理情勢については、廃棄物・リサイクル関連法が続々と改正・成立してい

く中で、従来の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とした「単にごみを燃やして埋

める」という考えから、「資源循環型社会」への転換が求められている。そのためには、ま

ず、できる限りごみの排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについては、再利用・資

源化をより一層進め、その後、処理せざるを得ないごみだけを適正に処理しなければなら

ない。 

生活排水については、し尿や生活雑排水による汚濁が問題になっている中、近年では公

共用水域の水質保全・改善、さらには水環境の創造を図ることが、処理の目的とされてい

る。 

このような中、世界ではＳＤＧｓ（Sustainable Devalopment Goals：持続可能な開発目

標）の考え方に基づき、17の目標と 169のターゲット（達成基準）を設定し、持続可能な

社会の実現に向け、各国が協力して取り組んでいるところである。 

国の廃棄物行政においても、循環型社会形成推進基本法の制定により、従来の処理・処

分システムから一歩踏み出し、ごみを減量し、有効利用を図るシステム、すなわち「循環

型社会」を目指した施策が展開されており、2018年度（平成 30年度）には、「誰もが、持

続可能な形で資源を利用でき、環境への負荷が地球の環境容量内に抑制され、健康で安全

な生活と豊かな生態系が確保された世界」を目指す第四次循環型社会形成推進基本計画が

策定された。 

本計画は、このような背景のもと、久山町が行政圏内において発生する一般廃棄物につ

いて、適正な処理と環境保全、並びに迅速な収集及び資源化、減量化・減容化を図るため

に、「持続可能な循環型社会の具現化」を目標として、周辺自治体の状況や上位計画、関連

計画との整合を図りつつ、基本的な方針を定めるものである。 

なお、本計画については、概ね 5年ごとに、または一般廃棄物の処理・処分等に関わる

諸条件に大きな変動があった場合に必要に応じて見直すものとする。 
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第２節 基本計画の性格（位置付け） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号、以下、「廃棄物処理法」

という。）第６条第１項の規定により、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理

に関する計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならないこととされ

ている。 

一般廃棄物処理計画は、①長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針とな

る計画（一般廃棄物処理基本計画）と、②基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排

出の抑制、減量化・再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画（一般廃棄

物処理実施計画）から構成されるものであり、それぞれ、ごみに関する部分（ごみ処理基

本計画及びごみ処理実施計画）及び生活排水に関する部分（生活排水処理基本計画及び生

活排水処理実施計画）とから構成されている。（廃棄物処理法施行規則（昭和 46年厚生省

令第 35号）第１条の３の規定） 

本計画は、「基本計画策定指針の改定について」（平成28年9月15日付環廃対発第1609152

号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知）・「ごみ処理基本計画策

定指針」及び「生活排水処理基本計画策定指針」（平成２年 10月８日付衛環第 200号厚生

省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知）に基づいて策定するものであり、久山町にお

ける一般廃棄物処理事業の最上位計画となる。 

計画の位置付けについては、図 1.2.1に示すとおりである。 
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一般廃棄物処理基本計画
（10～15年間の中長期計画）

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画（各年度計画）

ごみ処理実施計画 生活排水処理実施計画

環　境　基　本　法

環境基本計画

循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 法

循環型社会形成推進基本計画

各リサイクル関連の法律

個別物品の特性に応じた規制

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

廃棄物の適正処理

資源の有効な利用の促進に
関する法律

再生利用の推進

循環型社会形成推進のための法規制

一般廃棄物処理計画

福岡県廃棄物処理計画

福岡県ごみ処理
広域化計画

久山町総合計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1 一般廃棄物処理基本計画の位置付け 
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第３節 基本計画の期間 

本計画の期間は、2023年度（令和 5年度）を初年度とし、2032年度（令和 14年度）を

目標年度とする 10年計画とする。 

本計画の基準年度は、本計画の策定を 2022年度（令和 4年度）で行ったことから、2021

年度（令和 3年度）とする。また、5年目にあたる 2027年度（令和 9年度）を中間目標年

度として設定し、「計画の進捗状況の評価と計画の見直し」を行うものとする。 

なお、これまでの本町の一般廃棄物処理基本計画では、計画期間を 15 年とし､5 年目、

10年目にあたる年を中間目標年度として、見直しを行うこととしていた。一方で、ごみ削

減化等の目標値は、計画期間にかかわらず次回見直し時である 5年後に設定して定めてお

り、目標年度の位置づけが不明確となっていた。そこで本計画では、10年を計画期間とし、

その中間年度である 5年後を中間目標年度として設定することとした。 
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第２章 久山町の概要 

第１節 地域の現況 

１．位置及び沿革 

本町は、福岡市の東方 13kmに隣接し、鞍手郡に境する犬鳴連山の麓に位置し、東西約

8.8km、南北約 8.5km、面積 37.44km２の町域を有している。東経 133度 30分、北緯 33度

38分に位置し、北は古賀市及び新宮町、東は宮若市、南は篠栗町及び粕屋町に隣接して

いる。（図 2.1.1） 

1889年（明治 22年）4月に町村制の施行により、猪野村と山田村の２村を合併して山

田村とし、久原村を久原村として発足した２村は、1956年（昭和 31年）9月に合併し、

久山町となった。 

 

図2.1.1 久山町の位置 
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２．自然条件 

１）地 形 

本町は、九州最大の都市である福岡市の東側に位置し、面積の約３分の２は山林・

原野である。北東側の標高約 500ｍの犬鳴山系からは、これを源とする多々良川の支

線である久原川、猪野川、新建川が平野部を貫流している。 

平野部は全町の２割程度であり、市街地は標高約＋60ｍ～＋20ｍで、河川に沿って

緩く傾斜がついている。また、本町の南北を県道筑紫野・古賀線、東西を県道福岡・

直方線が通り、交通の要となっている。 

 

２）気 象 

本町の 2021年（令和 3年）における気象概要は、表 2.1.1及び図 2.1.2に示すとお

りである。また、気象の経年変化は、表 2.1.2及び図 2.1.3に示すとおりである。 

気象条件は、2012年（平成 24年）～2021年（令和 3年）の間では、年間平均気温

が 17.0～18.2℃、最高気温が 37.3℃、最低気温が－1.2℃となっている。年間降雨量

は、1,318.5～2,420.5mm/年の範囲、最大日降雨量は、75.5～236mm/日の範囲となって

いる。 

2021年（令和 3年）の気象については、月別気温は８月の 36.7℃が最高、１月の-

2.2℃が最低であり、年間平均気温は 18.2℃となっている。月間降雨量は台風の時期

の８月が 881.5mm/月で最も多く、年間降雨量は 1,979.0mmとなっている。 
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観測所：福岡管区気象台

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年間値

平均値 7.0 10.2 13.5 16.7 20.4 24.2 28.9 27.5 25.9 21.0 13.9 9.1 18.2

最高値 20.1 23.7 25.2 29.1 30.8 31.6 35.6 36.7 33.9 32.7 22.9 17.9 36.7

最低値 -2.2 -0.6 5.8 7.9 9.3 17.3 22.3 21.3 19.2 11.3 6.2 1.3 -2.2

66 62 69 60 69 75 69 80 75 66 66 63 68

総　量 45.5 79.5 116.5 66.0 133.5 123.0 45.5 881.5 246.5 44.0 152.5 45.0 1,979.0

最大日量 15.0 24.0 33.0 36.0 55.0 38.5 28.5 231.5 143.5 21.0 47.0 22.5 231.5

［資料：「気象庁　電子閲覧室」気象庁ホームページ］
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表2.1.1 気象概要（2021年（令和3年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.2 気象概要（2021年（令和3年）） 
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観測所：福岡管区気象台

気温（℃） 平均湿度 降雨量（mm） 風速（ｍ／ｓ）

平　均 最　高 最　低 （％） 総　量 最大日量 平　均 最　大

2012（H24） 17.0 37.5 -2.9 67 1,768.5 126.5 3.00 16.2

2013（H25） 17.7 37.9 -1.7 66 1,801.5 153.5 3.0 18.0

2014（H26） 17.1 37.0 0.2 69 1,765.5 105.0 2.9 18.6

2015（H27） 17.3 35.8 -0.9 71 1,867.5 75.5 2.8 17.4

2016（H28） 18.1 37.0 -4.0 73 2,420.5 142.0 2.7 13.7

2017（H29） 17.6 37.5 -0.6 69 1,318.5 82.5 2.8 17.3

2018（H30） 17.7 38.3 -1.8 69 1,617.0 236.0 2.8 16.7

2019（R1） 17.9 37.6 0.6 70 1,608.5 130.5 2.7 19.0

2020（R2） 17.9 38.0 1.0 69 2,212.5 167.0 2.9 17.1

2021（R3） 18.2 36.7 -2.2 68 1,979.0 231.5 2.9 12.6

平　均 17.7 37.3 -1.2 69 1,835.9 145.0 2.9 16.7

［資料：「気象庁　電子閲覧室」気象庁ホームページ］
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表2.1.2 気象の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.3 気象の経年変化 
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世帯数 世帯人員 増加人員 増加率

総数 男 女 （戸） （人/戸） （人） （％）

1985（昭和60） 7,567 3,624 3,943 1,982 3.82 － －

1989（平成元） 7,578 3,630 3,948 2,009 3.77 11 0.1

1993（平成 5） 7,572 3,644 3,928 2,101 3.60 -6 -0.1

1998（平成10） 7,558 3,604 3,954 2,232 3.39 -14 -0.2

2003（平成15） 7,799 3,756 4,043 2,446 3.19 241 3.2

2007（平成19） 8,018 3,834 4,184 2,659 3.02 219 2.8

2008（平成20） 8,105 3,878 4,227 2,700 3.00 87 1.1

2009（平成21） 8,275 3,958 4,317 2,791 2.96 170 2.1

2010（平成22） 8,387 4,018 4,369 2,863 2.93 112 1.4

2011（平成23） 8,312 3,990 4,322 2,864 2.90 -75 -0.9

2012（平成24） 8,289 3,990 4,299 2,874 2.88 -23 -0.3

2013（平成25） 8,321 4,004 4,317 2,898 2.87 32 0.4

2014（平成26） 8,346 4,010 4,336 2,946 2.83 25 0.3

2015（平成27） 8,333 4,015 4,318 3,001 2.78 -13 -0.2

2016（平成28） 8,460 4,070 4,390 3,114 2.72 127 1.5

2017（平成29） 8,622 4,149 4,473 3,220 2.68 162 1.9

2018（平成30） 8,821 4,216 4,605 3,387 2.60 199 2.3

2019（令和元） 8,963 4,267 4,696 3,507 2.56 142 1.6

2020（令和2） 9,065 4,324 4,741 3,595 2.52 102 1.1

2021（令和3） 9,210 4,386 4,824 3,699 2.49 145 1.6

2022（令和4） 9,244 4,426 4,818 3,656 2.53 34 0.4

［資料：住民基本台帳（各年3月31日現在）］

年次
人　口 (人）

３．社会条件 

１）人 口 

本町の人口は、2010 年度（平成 22 年度）までは、転入者が転出者より多く増加傾

向であったものが、2011 年度（平成 23 年度）以降は転出者と転入者数が逆転し、一

旦減少傾向となった。2013年度（平成 25年度）以降は再度増加傾向となっている。 

世帯数は、核家族化や高齢者の１人暮らしの進行により常に増加しており、その反

面、１世帯当たりの人員は、1985年（昭和 60年）の 3.82人から 2022年（令和 4年）

の 2.53人にまで減少している。 

2022年（令和 4年）３月末の年齢構造をみると、年少人口（0～14歳）は 17.4％（平

成 29年 3月末：16.1％）、老人人口（65歳以上）は 27.0％（平成 29年 3月末：28.1％）

であり、年少人口が増加し、老人人口が減少している。 

 

 

表2.1.3 人口及び世帯数の推移 
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250
2017 2018 2019 2020 2021

動態人口

（人）

年 度

自然動態 社会動態

出　生 死　亡 増加数 転　入 転　出 増加数

2017（平成29） 69 93 -24 585 383 202 178

2018（平成30） 86 97 -11 610 377 233 222

2019（令和元） 67 96 -29 518 422 96 67

2020（令和2） 85 86 -1 457 332 125 124

2021（令和3） 74 104 -30 512 441 71 41

［資料：住民基本台帳］

年度

自然動態（人） 社会動態（人）
増加数
（人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2.1.4 人口及び世帯数の推移（住民基本台帳：3月末） 

 

表2.1.4 人口動態の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.5 人口動態の状況 
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［2022年(令和4年)3月31日現在、単位：人］

年　齢 人　口 男 女

 0～ 4歳 491 244 247

 5～ 9歳 583 293 290

10～14歳 530 283 247

15～19歳 465 236 229

20～24歳 409 162 247

25～29歳 333 150 183

30～34歳 453 226 227

35～39歳 638 324 314

40～44歳 697 343 354

45～49歳 748 388 360

50～54歳 539 295 244

55～59歳 407 198 209

60～64歳 455 224 231

65～69歳 532 248 284

70～74歳 687 315 372

75～79歳 462 199 263

80歳以上 815 298 517

総　　数 9,244 4,426 4,818

［資料：住民基本台帳］

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
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40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

（人）

女

男

表2.1.5 年齢別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.6 年齢別人口構成 
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区分

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

産業別 （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

総数 3,794 100.0 3,836 100.0 4,265 100.0 2,253,134 100.0

第１次産業 172 4.5 168 4.4 137 3.2 54,589 2.4

農業 158 4.2 162 4.2 129 3.0 50,444 2.2

林業 13 0.3 5 0.1 6 0.1 951 0.0

漁業 1 0.0 1 0.0 2 0.0 3,194 0.1

第２次産業 663 17.5 795 20.7 943 22.1 436,066 19.3

鉱業 0 0.0 － － - － 551 0.0

建設業 338 8.9 349 9.1 403 9.4 178,605 7.9

製造業 325 8.6 446 11.6 540 12.7 256,910 11.4

第３次産業 2,802 73.8 2,708 70.6 2,922 68.5 1,608,634 71.5

電気・ガス・水道業 21 0.6 13 0.3 10 0.2 11,884 0.5

情報通信業 52 1.4 44 1.1 63 1.5 61,096 2.7 図2-3-1　産業別就業者数の推移

運輸・通信業 553 14.6 544 14.2 603 14.1 136,614 6.1

卸売・小売業・飲食店 960 25.3 827 21.6 876 20.5 503,964 22.4

金融・保険業 56 1.5 50 1.3 57 1.3 52,008 2.3

不動産業 68 1.8 63 1.6 70 1.6 52,401 2.3

サ－ビス業 1,092 28.6 1,167 30.5 1,243 29.3 790,667 35.2

公務 139 3.7 137 3.6 140 3.3 79,364 3.5

分類不能の産業 18 0.5 28 0.7 123 2.9 74,481 3.3

［資料：国勢調査（各年10月1日現在）］

2010年 2015年 2020年 2020年(令和2年)

（平成22年） （平成27年） （令和2年） （福岡県)

172 168 137 

663 795 943 

2,802 2,708 
2,922 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2010 2015 2020

（人）

年度

第１次産業 第２次産業 第３次産業

２）産業の動向 

（１）産業別就業人口 

本町の産業別就業人口の推移は、表 2.1.6及び図 2.1.7に示すとおりである。 

本町の就業者数は、全体的には増加する傾向にあるが、第 1次産業は減少傾向にあ

る。2020年度（令和 2年度）では、減少傾向であった第 3次産業が増加している。 

 

表2.1.6 産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.7 産業別就業人口の推移 
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年次 2010年 2015年 2020年

 項目 (平成22年) (平成27年) (令和2年)

経営体数 (戸) 139 140 121

経営耕地面積 (ha) 122 120 106

経営体数 (戸) 139 138 115

経営耕地面積 (ha) 113 111 97

経営体数 (戸) 71 65 40

経営耕地面積 (ha) 8 9 6

経営体数 (戸) 9 1 9

経営耕地面積 (ha) 1 0.1 3

［資料：農業センサス］

樹園地

総　数

田

畑

0

50

100

150

2010 2015 2020

（ha,戸）

(年)

田 畑 樹園地 経営体数(総数)

（２）農業 

本町の農業の推移は、表 2.1.7及び図 2.1.8に示すとおりである。 

本町の農業の推移は、経営体数及び経営耕地面積とも減少傾向にあり、2010年（平

成 22年）から 2020年（令和 2年）の 10年間の間に、経営体数及び経営耕地面積とも

15％程度減少している。 

 

表2.1.7 農業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.8 農業の推移 
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事業所数 従業者数 製造品出荷額等

（事業所） （人） （百万円）

2011年(平成23年) 13 787 29,589

2012年(平成24年) 12 815 32,273

2013年(平成25年) 13 1,004 35,444

2014年(平成26年) 14 1,020 42,802

2015年(平成27年) 16 1,243 48,600

2016年(平成28年) 15 1,107 45,736

2017年(平成29年) 14 1,072 50,124

2018年(平成30年) 15 1,796 62,308

2019年(令和1年) 16 1,737 64,324

2020年(令和2年) 16 2,427 68,890

［資料：工業統計調査］

年　次
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従業者数

製造品出荷額等

事業所数

（３）工業 

本町の工業の推移は、表 2.1.8及び図 2.1.9に示すとおりである。 

本町の工業の事業所数については、2015年（平成 27年）以降横這い傾向であるが、

従業者数及び製造品出荷額については、2018 年（平成 30 年）以降増加傾向で推移し

ている。 

 

表2.1.8 工業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.9 工業の推移 
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（単位：人、百万円）

商
店
数

従
業
員
数

商
品
販
売
額

商
店
数

従
業
員
数

商
品
販
売
額

商
店
数

従
業
員
数

商
品
販
売
額

総数 117 965 63,344 122 1,285 72,434 128 1,075 62,569

卸売業 28 289 49,518 28 271 46,211 29 274 47,789

小売業 89 676 13,826 94 1,014 26,223 99 801 14,780

各種商品 - - - - - - - - -

織物衣服身回品 30 203 4,694 24 108 1,870 27 202 3,785

飲食料品 26 206 2,917 24 520 16,629 26 208 3,709

機械器具 10 42 732 11 35 538 13 98 1,841

その他小売業 23 225 5,483 33 329 X 31 282 X

無店舗小売業 - - - 2 22 X 2 11 X

［資料：商業統計調査］

2012年(平成24年) 2014年(平成26年) 2016年(平成28年)

項　目
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40,000
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80,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2012 2014 2016

（百万円）（人） 商品販売額

従業員数

（４）商業 

本町の商業の推移は、表 2.1.9及び図 2.1.10に示すとおりである。 

本町の商業の推移は、2012 年（平成 24 年）以降、商店数はやや増加しているが、

従業員数及び商品販売額については、大きな変化にはなっていない。 

 

表2.1.9 商業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.10 商業の推移 
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区分 面積 割合

地目名 (ha) （％）

総面積 3,743.0 100.0

田 166.0 4.4

畑 49.9 1.3

宅　　地 369.1 9.9

山　　林 2,635.7 70.4

原　　野 186.7 5.0

雑　種　地 59.1 1.6

道　　路 164.7 4.4

そ　の　他 111.8 3.0

田

4.4%

畑

1.3%

宅 地

9.9%

山 林

70.4%

原 野

5.0%

雑 種 地

1.6%

道 路

4.4%

そ の 他

3.0%

３）土地利用 

本町の土地利用状況は、都市計画基礎調査によると、表 2.1.10及び図 2.1.11に示

すとおりである。 

本町地目別面積の割合は、山林が 70.4％で最も多く、次いで宅地が 9.9％、原野が

5.0％、田が 4.4％となっている。 

 

 

表2.1.10 地目別面積の状況（2017年度（平成29年度）：都市計画基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.11 土地利用状況（2017年度（平成29年度）：都市計画基礎調査） 
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第２節 将来構想 

久山町第四次総合計画（2022年（令和 4年）4月）では、『「国土・社会・人間」の３つ

の健康づくりによる「健康」を真に実感できるまちづくり』を本町の基本理念として継承

するものとし、この基本理念をふまえ、将来像「だれもが生き生きと暮らせる『健康田園

都市』の実現」を掲げて、その実現に取り組んでいくとしている。 

本計画に関連する内容としては、基本政策「暮らし」のなかで「住み良い生活環境を未

来につなぐ」をテーマとして、ごみ・し尿処理・環境衛生対策の充実、上下水道の整備に

取り組んでいくこととしている。 

 

●住み良い生活環境を未来につなぐ 

脱炭素社会に向けた環境に配慮した循環型社会を目指し、町民と共に身近な生活から環境

保全活動を進めるほか、上下水道の維持・整備を進めます。 
 

これからのまちづくりに必要なこと 
 

○環境負荷の少ない循環型社会づくり 

○ごみの減量化に向けた環境づくり 

○安定した上下水道環境の維持管理 
 

主な取り組み（施策） 
 

①環境に優しい暮らしの推進 

・脱炭素社会の実現に向けて、循環型エネルギーの活用などに取り組みます。 

・自然と暮らす豊かさを町民一人ひとりが実感することで、ごみの減量化や省エネルギー

などの環境保全活動を促進します。 

②ごみ処理の適正な処理と衛生管理 

・広報などを通じたごみの正しい分別・収集や 3R*活動・資源リサイクルに向けた啓発を行

うとともに、活動団体の支援によるごみの減量化を進めます。 

・県、警察と連携した啓発やパトロールなどにより不法投棄の防止を図ります。 

・広報、ホームページなどを通じたペットの適正な飼育や野焼き防止などに対する啓発を

行います。 

③上水道の安定供給 

・上水道を安定して供給できるよう、配水管や水道施設の維持管理を行うとともに、浄水場

の拡張などの施設整備を進めます。 

④下水道施設の整備と維持 

・公共下水道の計画的な整備を進めるとともに下水道管やマンホールなどの点検と適切な

更新を進めます。 
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だれもが生き生きと暮らせる『健康田園都市』の実現

将来像

基本政策

国土の健康－自然の生命が息づく町
国土は、健康社会の土台であり、人間と社会を育む生命の源泉である。

社会の健康－ふれあいと活力のコミュニティ
地域社会（コミュニティ）は、町民の生活の母体で
あり、働き、学び、自分を磨き、生きがいを見出す

活動の基礎的な単位である。

人間の健康－セルフ・ヘルプの健康づくり
心身の健康は、幸福の核となるものであり、健康田

園都市の究極の目標である。

「国土・社会・人間」の３つの健康づくりによる　「健康」を真に実感できるまちづくり

まちづくりの基本理念
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図2.2.1 久山町総合計画の体系図 
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第３章 ごみ処理・処分等の現状と課題 

第１節 ごみ処理の経緯 

本町におけるごみ処理に係る施設整備等の状況等は、以下に示すとおりである。 

 

表3.1.1 ごみ処理の経緯 

年 月 事  業  内  容 

1965年(昭和 40年)11月 

 

1965年(昭和 40年)12月 

 

1966年(昭和 41年)4月 

 

 

1972年(昭和 47年)4月 

1976年(昭和 51年)10月 

 

1978年(昭和 53年)7月 

1981年(昭和 56年)4月 

 

1988年(昭和 63年)3月 

 

1988年(昭和 63年)4月 

 

1993年(平成 5年)3月 

1994年(平成 6年)4月 

 

 

2000年(平成 12年)4月 

2001年(平成 13年)4月 

 

2005年(平成 17年)4月 

 

 

2006年(平成 18年)4月 

2014年(平成 26年)4月 

2017年(平成 29年)9月 

2019年(平成 31年)4月 

 

2021年(令和 3年)10月 

「久山町汚物処理規制」施行 

福岡市と久山町可燃物塵芥焼却事務の委託に関する規約の締結 

許可清掃業者による可燃物定期収集の開始（一時的試行） 

塵芥処分は、福岡市東部塵芥処理場に搬入・焼却 

可燃物及び不燃物の収集業務を町の直営で開始 

可燃物の処分は、福岡市東部塵芥処理場で焼却処分 

不燃物は、久原証拠地区の町埋立場で埋立処分 

「久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」施行 

可燃物の焼却処分を福岡市東部塵芥処理場から福岡市東部清掃工場に変更（清掃

工場の完成） 

可燃物収集業務を町の直営事業から事業委託に変更 

可燃物ポリ容器収集からビニール袋収集に変更 

不燃物の分別収集を開始 

福岡市の埋立処分施設「福岡市東部（伏谷）処分場」の完成 

福岡市と久山町との間に「不燃物ごみ処理委託の規約」の締結 

不燃性ごみ（一般不燃物・粗大ごみ・資源ごみ）は、福岡市東部破砕処理センタ

ーに搬入し、破砕による処分を開始 

「空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例」施行 

「久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の全面改正及び施行 

資源物・古紙集団回収奨励金交付要綱を開始（30,000円／団体） 

家庭用コンポスト容器購入助成金交付要綱を開始（3,000円／基） 

ペットボトル、空き缶、空きビンを資源ごみとして分別収集開始 

粗大ごみの収集を完全予約制（有料）に変更 

一般不燃ごみを専用袋、完全予約制での戸別収集に変更 

定額制ごみ収集手数料（1,110円/月）を 3月 31日で廃止し、4月 1日から町指

定ごみ袋店頭販売制へ変更 

陶器（花瓶、はち、皿等）を資源ごみとして、コンテナ方式で分別収集開始 

家庭用コンポスト容器購入助成金交付要綱を廃止 

ダンボール回収開始 

小型家電（携帯電話）回収開始 

ごみの出し方変更（陶器の分別収集廃止、家庭ごみルールブックを各世帯に配布） 

中山リサイクル産業(株)へ木くず等の個別搬入開始 

事業系紙ごみの福岡市東部清掃工場への搬入禁止、リサイクル処分へ 
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第２節 分別区分と処理フロー 

１．分別区分 

本町におけるごみの分別区分は、表 3.2.1に示すとおりである。 

 

表3.2.1 ごみの分別区分（家庭ごみ） 
 

区    分 主なごみの種類 注 意 事 項 

可燃ごみ（燃えるごみ） 

生ごみ、紙くず、プラスチック類、ゴ

ム類、ビニール類、布類、布団・毛布、
皮革類（靴、ハンドバック、ベルト、
カバン、財布など）、木くず・落ち葉、

せん定枝、紙おむつ、竹・木製ほうき
など、使い捨てライター、灯油用ポリ
タンク、ペットのふん、ハンガー、ア

ルミ箔、CD・DVD・ビデオテープ、乾
燥剤、保冷剤 等 

・生ごみは水気をきってください。 
・紙おむつの汚物は取り除いてください。 

・食用油は紙や布にしみこませるか、凝固剤で固めてから
出してください。 

・回収時の危険防止のため、袋上部取手部分にテープをは

らないでください。 
・火薬・薬品等の危険物は出せません。 
・ペットボトルはキャップとラベルをとり、洗って資源ご

みに出しましょう。 
・袋に入らないもの、重たくて袋が破れるものは粗大ごみ
で出してください。 

不燃ごみ（燃えないごみ） 

無色・茶色以外のびん、ガラス類、缶、

スプレー缶、金属類（鍋、やかん、フ
ライパン、針金製ハンガー、スプー
ン、フォーク等）、包丁、小型家電（掃

除機、アイロン、電気ポット、オーブ
ントースター、炊飯器、電子レンジ、
プリンター、ワープロなど）、電球・

蛍光灯、乾電池、陶磁器、かさ・ゴル
フクラブ、使い捨てカイロ（使用済）、
電子体温計 等 

・コード類は除去し、2ｍ以下に切断してください。 
・割れたガラス・陶磁器・包丁は厚紙等に包み、内容物と
「危険」の表示をしてください。 

・容器類の内容物は必ず出して、中は洗浄してください。 
・容器類は必ずふたを取ってください。 
・袋に必ず世帯主氏名を記入してください。 

・バッテリー、消火器、中身が入った塗料缶などは収集でき
ません。 

粗大ごみ 

たんす、机、食器棚、いす、ソファー、
ベッド、自転車、ストーブ、電子レン
ジ、ふとん、カーペット、畳 等 

・コード類は除去し、2メートル以下に切断してください。 
・ストーブ等は灯油を空にしてください。 

・2ｍを越える物は受け入れることができませんのでご注意
ください。 

資
源
ご
み
（
分
別
収
集
） 

ペットボトル ペットボトル容器 

・PET マークのついていないものや色付きのペットボトル
は「燃えるごみ袋」で出してください。 

・キャップ、ラベルは取ってください。 
・リングははずさなくても大丈夫です。 
・容器の中は洗浄してください。 

・容器はつぶしてもかまいません。 

無色のびん 

茶色のびん 

びん(無色) 
調味料・酒・ジュース等の無色透明の

びん 

・容器の中は洗浄してください。 

・必ずふたは取ってください。 
・ラベルは取らなくてもかまいません。 
・びんに直接印刷されたものも、びんが透明ならば出して

も構いません。 
・焼酎の白いびんは無色びんで出してください。 
・少しでもブルーがかっていれば「燃えないごみ袋」で出し

てください。 
・無色でもびん以外のガラス製品、耐熱ガラス製品は「燃え
ないごみ袋」で出してください。 

・梅酒を漬けるびん、ガラス製ふた付き容器は「燃えないご
み袋」で出してください。 

・農薬、化学薬品など人体に危険な内容物の入っていた薬

びん、割れたびんは「燃えないごみ袋」で出してください 

びん(茶色) 酒・栄養ドリンク等の茶色のびん 

ダンボール ダンボール類 

・段ボールのみ回収。新聞紙、雑紙は回収しません。 
・ビニール等でコーティングしている物は「燃えるごみ袋」
で出してください。 

・テープ、発泡スチロール等が貼ってある場合は取り除い
てください。 

・ひもで十字にしばって出してください。 

・再資源化を目的としているため、汚れがひどいものは回
収できません。 
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ｔ
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t

直接埋立

t

不燃残渣

t

t 最終処分（伏谷埋立場）

処分量 t

t 最終処分率 %

資源化

資源化量 t

再生利用率 %

54

（福岡市　東部工場）

100

685

ごみ焼却施設

30

555

15

69

1.5

ごみ排出量

4,602

可燃ごみ

収集 直接搬入

4,349

粗大ごみ不燃ごみ

収集 収集

64 118

不燃ごみ

1,557 2,792

14.9

福岡市
東部資源化センター

206

4,403

7

7

資源ごみ

収集

17

43

集団回収

450

委託

直接搬入

２．処理フロー 

2021年度（令和 3年度）における、ごみの排出から処理・処分までのフローをまとめ

ると、図 3.2.1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2.1 ごみ処理・処分フロー（2021年度（令和3年度）） 
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1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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収集可燃系ごみ 収集粗大･不燃ごみ 直搬可燃ごみ

直搬粗大･不燃ごみ １人１日当たり排出量

第３節 ごみ発生量の実績及びその性状  

１．種類別発生量 

本町におけるごみ発生量は、表 3.3.1、表 3.3.2及び図 3.3.1に示すとおりである。 

ごみ発生量は、2019年度（令和元年度）までは増加傾向にあり、2020年度（令和 2年

度）に減少、2021年度（令和 3年度）もほぼ同程度となっているが、全体的には横這い

傾向となっている。 

1人 1日当たり排出量についても、ごみ発生量と同じような傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3.1 ごみ発生量及び原単位の推移 
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年　度 

 区　分

 行政区域内人口 人 8,821 8,963 9,065 9,210 9,244

 計画収集人口 人 8,809 8,952 9,055 9,201 9,236

 自家処理人口 人 12 11 10 9 8

ｔ/年 1,408 1,456 1,518 1,544 1,557

ｔ/年 31 35 56 69 64

 資源ごみ ｔ/年 49 52 44 52 50

 空き缶類 ｔ/年 3 3 6 8 7

 空きびん類 ｔ/年 21 18 18 19 18

 ペットボトル ｔ/年 5 5 5 6 6

 陶器類 ｔ/年 8 13 0 0 0

 ダンボール ｔ/年 12 13 15 19 19

ｔ/年 8 13 14 18 17

ｔ/年 1,496 1,556 1,632 1,683 1,688

ｔ/年 2,666 2,840 2,981 2,727 2,792

ｔ/年 129 141 150 162 118

ｔ/年 2,795 2,981 3,131 2,889 2,910

 ごみ排出量 合計 ｔ/年 4,291 4,537 4,763 4,572 4,598

 （集団回収を除く） g/人･日 1,334.6 1,388.5 1,437.2 1,361.4 1,363.9

ｔ/年 50 50 42 23 4

 ごみ排出量 合計 ｔ/年 4,341 4,587 4,805 4,595 4,602

 （集団回収を含む） g/人･日 1,350.0 1,403.8 1,450.0 1,368.2 1,365.1

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

人
口

収
　
　
集

 可燃ごみ

 不燃ごみ

排
　
　
出
　
　
量

 可燃ごみ

 不燃ごみ

 粗大ごみ

 集団回収

計

計

直
接
搬
入

表3.3.1 ごみの種類別発生量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

年　度 

 区　分

人 8,821 8,963 9,065 9,210 9,244

人 8,809 8,952 9,055 9,201 9,236

人 12 11 10 9 8

 可燃ごみ ｔ/年 1,408 1,456 1,518 1,544 1,557

g/人･日 437.9 445.6 458.0 459.7 461.9

 資源ごみ(可燃性) ｔ/年 63 65 59 46 29

g/人･日 19.7 19.8 17.9 13.8 8.5

 可燃系ごみ 合計 ｔ/年 1,471 1,521 1,577 1,590 1,586

g/人･日 457.6 465.4 475.9 473.5 470.4

 不燃ごみ ｔ/年 31 35 56 69 64

g/人･日 9.6 10.7 16.9 20.5 19.0

 資源ごみ(不燃性) ｔ/年 35 37 27 29 25

g/人･日 11.0 11.4 8.2 8.5 7.5

 粗大ごみ ｔ/年 8 13 14 18 17

g/人･日 2.5 4.0 4.2 5.4 5.0

 粗大・不燃ごみ ｔ/年 74 85 97 116 106

 合計 g/人･日 23.1 26.1 29.3 34.4 31.5

ｔ/年 1,546 1,606 1,674 1,706 1,692

g/人･日 480.7 491.5 505.2 507.9 501.9

ｔ/年 2,666 2,840 2,981 2,727 2,792

ｔ/日 7.30 7.78 8.14 7.47 7.65

ｔ/年 129 141 150 162 118

ｔ/日 0.35 0.39 0.41 0.44 0.32

ｔ/年 2,795 2,981 3,131 2,889 2,910

ｔ/日 7.65 8.17 8.55 7.91 7.97

ｔ/年 4,341 4,587 4,805 4,595 4,602

g/人･日 1,350.0 1,403.8 1,450.0 1,368.2 1,365.1

 集団回収量 ｔ/年 50 50 42 23 4

g/人･日 15.4 15.3 12.8 6.9 1.1

ｔ/年 4,291 4,537 4,763 4,572 4,598

g/人･日 1,334.6 1,388.5 1,437.2 1,361.4 1,363.9

 ごみ排出量 合計

 不燃ごみ

 直接搬入量 合計

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

人
口

収
集
＋
集
団
回
収

可燃系
ご　み

粗大
・不燃
ごみ

 収集量 合計

 行政区域内人口

 計画収集人口

 自家処理人口

排
出
量

直
接
搬
入

 （集団回収を除く）

 （集団回収を含む）

 ごみ排出量 合計

 可燃ごみ

表3.3.2 ごみ排出原単位の推移 
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第４節 減量化・リサイクルへの取り組み状況 

１．資源となるごみの分別収集等 

本町の資源ごみのリサイクルは、①資源ごみの分別収集、②不燃ごみからの資源回収、

③集団回収により、実施している。なお、陶磁器については、2019 年度（令和元年度）

から資源ごみとしての回収を廃止し、不燃ごみとしての収集を実施している。 

現時点における資源回収の内容及びその量は、表 3.4.1、図 3.4.1 及び表 3.4.2に示

すとおりである。 

 

表3.4.1 資源ごみリサイクルの概要 
 

回収の種類 資源物の種類 備  考 

資源ごみの分別収集 

ペットボトル 

直接資源化 
空き缶類 

空きびん類 

ダンボール 

不燃・粗大ごみからの 

資源回収 
不燃物 

福岡市施設にて

分別処理 

集団回収 

新 聞 

直接資源化 

雑 誌 

古 布 

ダンボール 

アルミ缶 

一升びん 

ビールびん 

その他びん 
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図3.4.1 資源ごみのリサイクル量 
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年　度 

 区　分

8,809 8,952 9,055 9,201 9,236

ｔ/年 17 18 20 25 25

g/人･日 5.3 5.5 6.0 7.4 7.4

 ペットボトル ｔ/年 5 5 5 6 6

 ダンボール ｔ/年 12 13 15 19 19

ｔ/年 32 34 24 27 25

g/人･日 10.0 10.4 7.2 8.0 7.4

 空き缶類 ｔ/年 3 3 6 8 7

 空きびん類 ｔ/年 21 18 18 19 18

 陶磁器 ｔ/年 8 13 0 0 0

ｔ/年 49 52 44 52 50

g/人･日 15.2 15.9 13.3 15.5 14.8

ｔ/年 7 11 11 11 15

g/人･日 2.2 3.4 3.3 3.3 4.4

 可燃性 ｔ/年 46.220 46.752 39.326 21.330 3.640

g/人･日 14.4 14.3 11.9 6.4 1.1

 新　聞 ｔ/年 20.100 18.924 14.790 6.400 1.280

　  雑　誌 ｔ/年 13.110 16.338 14.190 8.760 1.480

 古　布 ｔ/年 6.190 3.060 3.248 2.140 0.000

 ダンボール ｔ/年 6.820 8.430 7.098 4.030 0.880

 不燃性 ｔ/年 3.280 3.265 3.163 1.683 0.210

g/人･日 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1

 アルミ缶 ｔ/年 1.530 1.735 1.659 0.970 0.210

 一升びん ｔ/年 1.620 1.372 1.378 0.690 0.000

 ビールびん ｔ/年 0.110 0.158 0.126 0.023 0.000

 その他びん ｔ/年 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000

ｔ/年 49.500 50.017 42.489 23.013 3.850

g/人･日 15.4 15.3 12.8 6.9 1.1

 合　計 ｔ/年 56 63 55 63 65

 （集団回収を除く） g/人･日 17.4 19.3 16.6 18.8 19.3

 合　計 ｔ/年 105.500 113.017 97.489 86.013 68.850

 （集団回収を含む） g/人･日 32.8 34.6 29.4 25.6 20.4

集団回収を除く ｔ/年 4,291 4,537 4,763 4,572 4,598

集団回収を含む ｔ/年 4,341 4,587 4,805 4,595 4,602

集団回収を除く ％ 1.3 1.4 1.2 1.4 1.4

集団回収を含む ％ 2.4 2.5 2.0 1.9 1.5

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

 資源ごみ（不燃性）

 資源ごみ（可燃性）

 合　計

資
源
ご
み
の
分
別
収
集

 
集
団
回
収

 合　計

　計画収集人口

 ごみ排出量

 資源化率

不燃・粗大ごみからの資源回収
（不燃性）

表3.4.2 資源ごみのリサイクル量 
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4.1 3.8 3.7 3.6 2.9 2.4 2.5 2.0 1.9 1.5
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久山町 全国 福岡県

２．再生利用率 

ごみ排出量に対する資源ごみリサイクル量の割合（再生利用率）は、2012年度（平成

24 年度）以降減少傾向にあり、全国平均及び福岡県の平均と比較して低くなっている。 

特に、2020年（令和 2年）からの新型コロナウイルスの影響により、集団回収がほと

んど実施できていないことと、新聞社がチラシを新聞に挟み込むなどし、自主回収を行

っているため、2019年度（令和元年度）以降は大きく減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再生利用率＝(直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量)/(ごみ排出量＋集団回収量)×100 

図3.4.2 再生利用率の推移 
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第５節 ごみ処理の実績 

１．収集・運搬 

１）収集・運搬体制 

家庭ごみの分別区分は、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「粗大ごみ」、「資源ごみ」の４種

類で、各分別区分ごとの収集・運搬体制は、以下のとおりである。 

なお、事業系一般廃棄物については、自己搬入もしくは許可業者による収集・運搬

となっている。 

 

表３.5.1 収集・運搬体制（家庭ごみ） 

区分 

項目 

可燃ごみ 

（燃えるごみ） 

不燃ごみ 

（燃えないごみ） 
粗大ごみ 資源ごみ 

収集区域 町内全域 

収集率 １００％ 

収集形態 委 託 

収集回数 ２回／週 １回／月 電話予約 １回／月 

収集方式 ステーション 

方式 

ステーション 

方式 

・山田校区 

・久原地区 

戸別方式 戸別方式 ステーション 

方式 

・山田校区 

・久原地区 

収集料金 指定ごみ袋 

大：105円/袋 

小： 70円/袋 

105円/袋 300円/袋 粗大ごみシール券 

500円/枚 

（大型の物は 2枚

以上必要） 

専用コンテナ 

専用回収ネット 
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２）収集量、直接搬入量の実績 

ごみの各分別区分ごとの収集量、直接搬入量等の実績は、以下のとおりである。 

 

（１） 収集可燃ごみ・収集不燃ごみ・収集粗大ごみ 

収集可燃ごみ量は、2017 年度（平成 29 年度）以降は、やや増加傾向となってい

る。 

収集不燃ごみ量は、2017年度（平成 29年度）以降は、増加傾向となっている。 

また、収集粗大ごみ量は、2017 年度（平成 29 年度）以降は、増加傾向となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.1 収集可燃ごみ量の実績 

 

  



31 

 

31
35

56

69
64

0

20

40

60

80

2017 2018 2019 2020 2021

(ｔ/年)

(年度)

8

13
14

18
17

0

5

10

15

20

2017 2018 2019 2020 2021

(ｔ/年)

(年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.2 収集不燃ごみ量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.3 収集粗大ごみ量の実績 
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（２）直接搬入可燃ごみ・直接搬入不燃ごみ 

直接搬入可燃ごみ量は、2017 年度（平成 29 年度）以降は、ほぼ横這い傾向とな

っている。 

また、直接搬入不燃ごみ量は、2020年度（令和 2年度）までは増加傾向であった

が、2021年度（令和 3年度）に減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.4 直接搬入可燃ごみ量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.5 直接搬入不燃ごみ量の実績 
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（３）資源ごみ 

可燃性の資源ごみは、2017年度（平成 29年度）以降は、増加傾向となっている。 

また、不燃性の資源ごみ量は、2019年度（令和元年度）から陶磁器の資源回収を

廃止したため、2019年度（令和元年度）に減少し、その後は、ほぼ横這い傾向とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.6 可燃性資源ごみ量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.7 不燃性資源ごみ量の実績 
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（４）ごみ排出量 

ごみの排出量は、ほぼ横這い傾向で推移しており、2021年度（令和 3年度）には

4,598t/年となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.8 ごみ排出量の実績 

 

 

また、本町の１人１日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）は、全体では、全

国平均及び福岡県平均と比べると多くなっており、2012 年度（平成 24 年度）以降

は、ほぼ横ばい傾向を示している。 

一方、生活系ごみにおける１人１日当たりのごみ排出量については、全国平均及

び福岡県平均と比べると少なくなっている。2016 年度（平成 28 年度）以降は、ほ

ぼ横ばい傾向を示しており、2021年度（令和 3年度）で 502g/人・日となっている。 
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図3.5.9 １人１日当たりごみ排出量（全排出量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.10 １人１日当たりごみ排出量（生活系ごみ排出量） 
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２．中間処理  

１）中間処理の状況 

本町の中間処理は、福岡市に委託しており、クリーンパーク・東部にて処理されて

いる。 

可燃ごみは、東部工場（福岡市）にて焼却処理、不燃ごみ及び粗大ごみは、東部資

源化センター（福岡市）にて破砕・選別処理がなされている。 

東部工場は、2005年（平成 17年）８月に新規竣工しており、300ｔ/24ｈ×2炉の施

設であったものが、現在は 300ｔ/24ｈ×3炉の施設として稼働、東部資源化センター

は、2003年（平成 15年）４月に新規竣工しており、125ｔ/5ｈ×2系列の施設であっ

たものが、現在は 100ｔ/5ｈ×1系列の施設として稼働している。 

 

表3.5.2 東部工場（福岡市）の概要 

施設の名称 株式会社 福岡クリーンエナジー東部工場 

所 在 地 福岡市東区蒲田 5丁目 11－2 

建築面積 工場棟：約 13,000ｍ２（延床面積：約 31,000ｍ２） 

管理棟：約   900ｍ２（延床面積：約 1,600ｍ２） 

稼働開始年月 2005年（平成 17年）８月 

処理能力 900ｔ/日（300ｔ/24ｈ×3炉） 

受入供給設備 ピット＆クレーン方式 

燃焼設備 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ炉） 

発電能力 29,200 kＷ 

排ガス処理設備 ガス減温装置＋ろ過式集じん器（バグフィルター）＋ 

排ガス洗浄装置＋触媒反応装置 

集じん灰処理設備 加熱脱塩素化装置＋集じん灰薬剤処理装置 

余熱利用 余熱利用センターへの電気・蒸気供給、売電 

運営管理 福岡市 

 

表3.5.3 東部資源化センター（福岡市）の概要 

施設の名称 東部資源化センター 

所 在 地 福岡市東区蒲田 5丁目 11－1 

建築面積 敷地面積：約 36,000ｍ２（延床面積：約 5,800ｍ２） 

稼働開始年月 2003年（平成 15年）４月 

処理能力 100ｔ/日（100ｔ/5ｈ×1系列） 

処理方式 回転式破砕機 

選別区分 ４種選別（可燃物・不燃物・鉄・アルミ） 

運営管理 福岡市 
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43
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2017 2018 2019 2020 2021

（ｔ/年）

（年度）

収集可燃ごみ 直接搬入可燃ごみ 粗大ごみ中可燃ごみ

（単位：t/年）

年　度 

 区　分

 収集可燃ごみ 1,408 1,456 1,518 1,544 1,557

搬入量  直接搬入可燃ごみ 2,666 2,840 2,981 2,727 2,792

（t/年）  粗大ごみ中の可燃ごみ 43 45 58 53 54

4,117 4,341 4,557 4,324 4,403

焼却残渣 量 （t/年） 552 569 608 571 555

発生量 割合 （％） 13.4 13.1 13.3 13.2 12.6

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

合　　　計

２）焼却処理の現状 

東部工場（福岡市）へは、収集可燃ごみ、直接搬入可燃ごみ及び粗大ごみからの可

燃残渣が搬入されており、搬入量は 2021年度（令和 3年度）で 4,433t/年となってい

る。 

また、焼却残渣の発生量は、2021年度（令和 3年度）で 555t/年となっており、焼

却処理量の 12.6％となっている。 

 

表3.5.4 東部工場（福岡市）処理実績（久山町分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.11 東部工場（福岡市）処理実績（久山町分） 
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収集資源ごみ（空き缶類） 直接搬入不燃ごみ

（単位：t/年）

年　度 

 区　分

 収集不燃ごみ 31 35 56 69 64

 収集粗大ごみ 8 13 14 18 17

 収集資源ごみ（空き缶類） 3 3 6 8 7

 直接搬入不燃ごみ 129 141 150 162 118

171 192 226 257 206

 直接資源化（空き缶類） 3 3 6 8 7

 直接埋立 90 100 114 149 100

78 89 106 100 99

2020
(令和2)

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

搬　入　合　計

処　理　合　計

３）不燃・粗大ごみ処理の現状 

東部資源化センター（福岡市）へは、収集不燃ごみ、収集粗大ごみ、収集資源ごみ

（空き缶類）及び直接搬入不燃ごみが搬入されており、搬入量は 2021年度（令和 3年

度）で 206t/年となっている。 

 

表3.5.5 東部資源化センター（福岡市）処理実績（久山町分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.12 東部資源化センター（福岡市）処理実績（久山町分） 
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（単位：t/年）

年　度 

 区　分

 直接埋立 90 100 114 149 100

 焼却残渣 552 569 608 571 555

 粗大ごみ処理残渣 28 33 37 36 30

670 702 759 756 685

 最終処分率 （％） 15.6 15.5 15.9 16.5 14.9

2019
(令和1)

2020
(令和2)

2021
(令和3)

合　　　　計

2017
(平成29)

2018
(平成30)

３．最終処分 

１）最終処分の状況 

本町の最終処分は、中間処理同様福岡市に委託しており、焼却処理後の焼却残渣、

粗大ごみ処理後の残渣及び不燃ごみを、本町内にある福岡市所有の「東部（伏谷）埋

立場」で埋立処分している。 

 

表３.5.6 東部（伏谷）埋立場（福岡市）の概要 

施設の名称 東部（伏谷）埋立場 

所 在 地 福岡県糟屋郡久山町大字山田 1431－1 

埋立対象物 焼却灰、不燃物、その他の一般廃棄物、産業廃棄物の一部 

総 面 積 644,000 m２ 

埋立面積 225,000 m２ 

埋立容量 510 万ｔ 

埋立工法 サンドイッチ工法 

埋立構造 準好気性埋立構造（福岡方式） 

貯留構造物 中央コア型ロックフィルダム 

浸出水処理施設 処理能力：1,600 m３/日 

供用開始年月 昭和 63年４月 

運営管理 福岡市 

 

２）最終処分量の現況 

焼却処理後の焼却残渣、粗大ごみ処理後の残渣及び不燃ごみの埋立処分量は、表

3.5.7及び図 3.5.13に、最終処分率は図 3.5.14に示すとおりである。 

 

表3.5.7 埋立処分量の実績 
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図3.5.13 埋立処分量の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.14 埋立処分率の実績 
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第６節 ごみ処理体制 

１．運営・維持管理体制 

本町のごみ処理に関する現在の管理・運営体制及び処理・処分体制は、以下のとおり

である。 

 

表3.6.1 ごみ処理・処分体制 
 

区 分 
処理過程 収集・運搬 中間処理 最終処分 

生活系ごみ 

可燃ごみ 町（委託） 福岡市（委託） 福岡市（委託） 

不燃ごみ 町（委託） 福岡市（委託） 福岡市（委託） 

資源ごみ 町（委託） 

久山町（民間委託：PET、無 

色・茶色びん、ダン

ボール） 

福岡市（委託：その他びん、 

空き缶） 

－ 

粗大ごみ 町（委託） 福岡市（委託） 福岡市（委託） 

直接搬入ごみ 

可燃ごみ 
許可業者、 

又は排出者 
福岡市（委託） 福岡市（委託） 

不燃ごみ 
許可業者、 

又は排出者 
福岡市（委託） 福岡市（委託） 
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22,259 22,037 22,068

22,701 22,916

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

2017 2018 2019 2020 2021

（円/ｔ）

年 度

10,843
11,169

11,608
11,280 11,409

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2017 2018 2019 2020 2021

（円/人）

年 度

（単位：千円）

年　度 

 区　分

　収集・運搬経費 40,555 43,106 45,150 46,739 47,970

　処理・処分経費 54,959 56,878 59,958 57,050 57,399

95,514 99,984 105,108 103,789 105,369

　ごみ処理量　　　　（ｔ） 4,291 4,537 4,763 4,572 4,598

　ｔ当たり処理費　　（円） 22,259 22,037 22,068 22,701 22,916

　人　　　口　　　　（人） 8,809 8,952 9,055 9,201 9,236

　１人当たり処理費　（円） 10,843 11,169 11,608 11,280 11,409

2020
(令和2)

2021
(令和3)

　合　　　計

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

２．ごみ処理に係る経費 

ごみ処理経費の推移は、表 3.6.2及び図 3.6.1、図 3.6.2に示すとおりである。 

ごみ処理に要した費用は、2021年度（令和 3年度）で約 10,500 万円であり、町民１

人当たり約 11,400円/人、排出ごみ１ｔ当たり約 22,900円/ｔかかったことになる。 

ｔ当たりごみ処理経費については、2019年度（令和元年度）以降はやや増加傾向にあ

り、１人当たりごみ処理経費については、2018 年度（平成 30 年度）以降横這い傾向と

なっている。 

表3.6.2 ごみ処理経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.6.1 ｔ当たりごみ処理経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.6.2 １人当たりごみ処理経費の推移 
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 基本原則、 国、 地方公共団体、 事業者、国民の責務、 国の施策

H6.8
完全施行環境基本法

循  環
自然循環

社会の物質循環

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制

環境負荷の低減

循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 計 画 ： 国の他の 基本計画

〔廃棄物の適正処理〕 〔 再 生 利 用 の 推 進 〕

 廃棄物の発生抑制

 廃棄物の適正処理(リサイクルを含む）

 廃棄物の処理施設の設置体制

 廃棄物処理業者に対する規制

 廃棄物処理基準の設定　など

 再生資源のリサイクル

 リサイクルの容易な構造・

　材質などの工夫

 分別回収のための表示

 副産物の有効利用の促進

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

H13.1  完全施行

H15.12  改正施行 H13.4  全面改正施行

リサイクル 

(1R)

個 別 物 品 の 特 性 に 応 じ た 規 制

 

環境基本計画  

グリーン購入法　　　　　（国など率先して再生品などの物品調達を推進）　　　　　H13.4　完全施行　　

国の他の基本計画 

 基本原則  国、地方公共団体、事業者、国民の責務  国の施策 
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ル
法

ビン、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、紙製・

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装等

H12.4
完全施行

 容器包装の市町村に

　よる分別収集

 容器の製造・容器包

　装の利用業者による

　再商品化

 食品の製造・加工、

　販売業者による食

　品廃棄物などの再

　生利用など

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

食品残渣

H13.5
完全施行

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

自動車

 

H17.1
完全施行

 関係業者による使用済

　み自動車の引取、フロ

　ンの回収、解体、破砕

 製造業者などによるｴｱ

　ﾊﾞｯｸ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄの

　再資源化、ﾌﾛﾝの破壊

家
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リ
サ
イ
ク
ル
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エアコン、冷蔵庫、
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　による引き取り
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　再商品化

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

木材、コンクリート、

アスファルト

H14.5
完全施行

 工事の受注者によ

　る建築物の分別解

　体など

 建築廃材などの再

　資源化など

デジタルカメラ、ゲーム機、

使用済み小型電子機器等

小
型
家
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法

H25.4
完全施行

 再資源化事業計

　画の認定
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　特例等

 市区町村の分別収

　集・再商品化

 製造・販売事業者

　等による自主回収
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プ
ラ
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ク
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源
循
環
法
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R4.4
完全施行

第７節 ごみ処理環境の動向 

わが国では、図 3.7.1に示すように近年廃棄物関係法令の整備が急速に進められている。

その契機となったリサイクル法の制定後、新たに改正、制定された法律の概要を年代順に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.7.1 廃棄物における法体系 
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◆ 再生資源の利用の促進に関する法律（リサイクル法） 

 

リサイクル法は、1991年（平成３年）４月にリサイクル社会の構築を目的として制定

された。本法では、各主務大臣による、再生資源の利用の総合推進を図るための基本方

針の策定、公表の責務や、再資源化のための国、地方公共団体、事業者、消費者それぞ

れの責務が規定されている。また、特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品、指定

副産物等の分類を設け、各々事業者が行うべき法的措置について規定している。 

 

 

◆ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

 

 廃棄物処理法は、1970年（昭和 45年）に制定されたが、1991年（平成 3年）10月に

大幅な改正がおこなわれた。この改正により、廃棄物の排出の抑制と分別・再生が法の

目的として明確化された。 

 また、国民の責務が新たに規定され、市町村では住民の自主的な活動の促進を図り、

啓発活動に積極的に努めなければならないなど、関係者の責務がより強化、具体化され

ている。 

 1997年度（平成 9年度）には、さらに改正が行われ、廃棄物処理施設の設置手続きの

明確化、不法投棄の防止対策の強化等が盛り込まれた。 

 さらに 2001年度（平成 13年度）には、廃棄物について適正な処理体制を整備し、不

適正な処分を防止するため、国における基本方針の策定、廃棄物処理センターにおける

廃棄物の処理の推進、産業廃棄物管理票制度の見直し、廃棄物の焼却の禁止、支障の除

去等の命令の強化等の措置を講ずるとともに、周辺の公共施設等の整備と連携して産業

廃棄物の処理施設の整備を促進することとした趣旨の改正が行われた。 

 

 

◆ 廃棄物処理施設整備緊急措置法 

 

 廃棄物処理施設整備緊急措置法は、廃棄物処理法の改正に伴い、1991 年（平成 3 年）

10月に改正された。この法律は、廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を促進するこ

とを目的としており、厚生大臣が、2000 年度（平成 12 年度）までに実施すべき廃棄物

処理施設整備事業の計画（廃棄物処理施設整備計画）を策定することを規定している。 
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◆ エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する 

       事業活動の促進に関する臨時措置法（省エネ・リサイクル支援法） 

 

 省エネ・リサイクル支援法は 1993 年（平成５年）３月に制定された、2003 年（平成

15 年）３月 31 日までの時限立法である。これは、エネルギー及び特定物質の使用の合

理化並びに再生資源の利用に関する事業活動の促進を目的として、「省エネルギー対策」、

「リサイクル対策」、「フロン対策・包装適正化対策」を目的とした、地球温暖化、廃棄

物、オゾン層破壊問題に対応した事業者等の自主的な取り組みを支援していた。 

 

 

◆ 環境基本法 

 

 環境基本法は 1993 年（平成 5年）11月に制定された。本法の制定は、今日の環境問

題に適切に対処するには、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要

性があるとされたためであり、それまでの公害行政を受け持ってきた公害対策基本法は

廃止された。環境基本法では環境保全について基本理念を定め、国・地方公共団体・事

業者及び国民の責務を明らかにすることで、社会経済活動や国民の生活様式の在り方を

含め、社会全体を環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものに変えていくことを目

的としている。 

 環境基本法は、法形式としては一般の法律と同じであって他の法律の上位法ではない

が、実質的にはその対象分野において他の法律に優位する性格を持っているため、他の

法律がこれに誘導される関係になる。従って、環境基本法の制定は、環境行政に対し大

きな意味を持つことになる。 

 

 

◆ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

（容器包装リサイクル法） 

 

 容器包装リサイクル法は、1995年（平成 7年）6月に公布され、2000年（平成 12年）

４月１日より施行された。これは、一般廃棄物の排出の抑制とリサイクルの一層の推進を

実現するため、市町村が容器包装を分別収集し、事業者がリサイクルを行う新しい容器包

装リサイクルシステムの導入を目的としている。適用範囲はびん・缶・紙・プラスチック

製のもの等、商品に付された全ての容器包装とし、特定容器利用事業者、特定容器製造事

業者、特定包装利用事業者を対象事業者と定めている。 
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◆ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 

 

 家電リサイクル法は、1998年（平成 10年）6月に公布され、2001年（平成 13年）4

月 1日より施行された。本法は、各主務大臣による、特定家庭用機器の収集・運搬、再

商品化等に関する基本方針の策定を規定している。 

 また、製造業者・小売業者の引き取り義務をはじめとして、事業者及び消費者、国そ

れぞれの役割を定めており、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保の推進を

目的としている。 

 対象機器としては、家庭用として製造・販売されているエアコン、ブラウン管式テレ

ビ、電気冷蔵庫及び電気洗濯機の 4品目である。 

 

 

◆ ダイオキシン類対策特別措置法 

 

 ダイオキシン類対策特別措置法は、1999年（平成 11年）7月に公布された。これは、

ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去等を図り、国民の健康を保護するた

め、施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を内容とする、新た

な枠組みの整備を目的としている。 

 

 

◆ 循環型社会形成推進基本法（循環法） 

 

 循環型社会形成推進基本法は、2000年（平成 12年）５月に公布され、2001年（平成

13年）１月１日より施行された。本法は、他の廃棄物・リサイクル関連法規制の上位に

位置し、循環型社会システム形成へ向けた政策の基本的な枠組みを示している。 

 循環型社会形成推進基本法の下には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物

処理法）と「資源の有効な利用と促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が位置づけ

られる。 

 廃棄物処理法は廃棄物の排出抑制と適正処理について、また、資源有効利用促進法は

資源の有効利用と廃棄物の発生抑制のために、具体的措置を規定している。さらに、物

品の特性に応じて個別の措置が求められるところから、個別物品を対象とした各種リサ

イクル法が制定されている。 
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◆ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

 

 グリーン購入法は、2000年（平成 12年）５月に公布され、2001年（平成 13年）４月

１日より施行された。本法は、環境物品等への需要の転換を促進するため、国の各機関、

地方公共団体、事業者及び国民の基本的な責務を規定している。 

 また、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築のために、国の各機関、独立

行政法人及び地方公共団体が環境配慮型製品（環境物品等）の調達を推進し、環境物品

等に関する情報提供を進め、それにより循環型社会の構築に貢献していくことを目的と

している。 

 環境物品等とは、①再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料や部品、②

生産段階・使用段階・廃棄段階で環境への負荷の低減に資する製品、③環境への負荷の

低減に資する役務、の３つに分けて定義されている。 

 

 

◆ 資源の有効な利用と促進に関する法律（資源有効利用促進法） 

 

 資源有効利用促進法は、2000年（平成 12年）６月に公布され、2001年（平成 13年）

４月１日より施行された。本法は、有限な資源の有効利用を図り、廃棄物の発生抑制及

び環境保全に視するための基本方針及びいくつかの具体的な枠組みを規定している。 

 本法では、リデュース対策（廃棄物の発生抑制対策）、リユース対策（廃棄物の物品等

としての再使用対策）、リサイクル対策（廃棄物の原材料としての再利用対策）の３Ｒの

理念のもと、製品や業種ごとの様々な状況を踏まえつつ、主要な製造業に具体的な施策

を求めている。 

 法改正前には、3 業種・30 品目が対象とされていたが、「特定省資源業種」（鉄鋼業、

紙・パルプ製造業、化学工業、非鉄金属製造業など）、「指定省資源製品」（自動車、家電

製品、大型家具、ガス・石油機器、パーソナルコンピュータ、パチンコ台）、「指定再省

資化製品」（パーソナルコンピュータ、二次電池（密閉形蓄電池））が追加され、10業種・

69品目へと対象業種・対象製品が拡充されている。 

 

 

◆ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設資材リサイクル法） 

 

 建設資材リサイクル法は、2000年（平成 12年）５月に公布され、2002年（平成 14年）

５月１日より施行された。本法は、特定の建設資材の分別解体と再資源化等の促進のた

めの方策を規定している。 
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 また、建設業者、建設工事の発注者、国及び地方自治体等の主要関係者が、それぞれ

の責務を果たすことにより、廃棄物の減量、資源の有効利用の確保、廃棄物の適正処理

を図り、生活環境保全及び国民経済の発展を促進することを目的としている。 

 特定建設資材とは、建設工事に使用されている資材の中で、その資源化が資源の有効

利用または廃棄物の削減に大きく貢献し、かつ経済性の面で制約が少ないと判断される

ものとされ、①コンクリート、②コンクリート及び鉄からなる建設資材、③木材、④ア

スファルト・コンクリートの４品目である。 

 

 

◆ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） 

 

 食品リサイクル法は、2000年（平成 12年）６月に公布され、2001年（平成 13年）５

月１日より施行された。本法は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物の発生の抑

制及び減量のための方策を規定している。 

 食品については、飲料食品から薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除外したも

の、食品廃棄物については、食品の消費段階（一般廃棄物）において排出されるもの及

び食品の生産段階（産業廃棄物）・流通段階（一般廃棄物）において排出されるものとに

区分している。食品廃棄物のうち有用なものを、食品循環資源としている。 

 食品循環資源の再生利用については、製品の原材料として利用すること、または原材

料として利用するために譲渡することとし、その利用手法を肥料及び飼料に限定した上

で、油脂及び油脂製品、メタンを加えている。 

 

 

◆ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 

 

 自動車リサイクル法は、2004年（平成 16年）７月に公布され、2005年（平成 17年）

１月１日より施行された。本法は、使用済み自動車（廃車）から出る部品を回収してリ

サイクルもしくは適正に処分するための方策及び自動車メーカーや輸入業者の義務を

規定している。 

 本法では、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダ

スト及び新たな環境課題であるフロン類、エアバッグ類への対応を行うことにより、市

場原理に基づいた使用済自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取り組みの環境整備

を図るとともに、使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図り、不法投棄の

防止を目的としている。 

 対象となる車については、被けん引車、二輪車（原動機付自転車、側車付のものを含
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む）、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他政省令で定めるもの（農業・林業機械、

スノーモービル、競争用自動車、自衛隊の装甲車、自動車製造業者等の試作車等）、ナン

バープレートの付いていない構内車等を除く全ての車が対象となる。 

 

 

◆ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法） 

 

小型家電リサイクル法は、2012年（平成 24年）8月 10日に公布され、2013年（平成

25年）4月１日より施行された。本法の制定は、使用済小型電子機器等に利用されてい

る金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況をうけ、使用

済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正

な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展

に寄与することを目的としている。 

主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資

源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等につ

いて定めている。 

 

 

◆ 【参考（関連法）】：食品ロス削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法） 

 

食品ロス削減推進法は、2019年（令和元年）5月 31日に公布され、2019年（令和元

年）10月 1日より施行された。本法は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の

責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の

基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的

とする。 

食品ロスの定義や施策による食品ロス削減の推進、基本的な方針や施策などが定めら

れており、政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロス

の削減の推進に関する基本的な方針を定めなければならず、都道府県は、基本方針を踏

まえ、「都道府県食品ロス削減推進計画」を定めるよう努めなければならない。また、市

町村においても、基本方針や都道府県食品ロス削減推進計画を踏まえ、「市町村食品ロス

削減推進計画」を定めるよう努めなければならない。 
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◆ プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律（プラスチック資源循環法） 

 

プラスチック資源循環法は、2021年（令和 3年）6月 11日に公布され、2022年（令

和 4 年）4 月１日より施行された。本法は、多様な物品に利用されているプラスチック

という素材に着目し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階に

おいて、あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取り組み（3R+Renewable）

を促進するための措置を講じるべく制定された。 

プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、「プラスチッ

ク廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計」、「ワンウェイプラスチックの

使用の合理化」、「プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等」に関する基

本方針を策定し、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環

体制を強化するとしている。 
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第８節 ごみ処理の課題 

ごみ処理・処分の現状から抽出される課題について整理し、以下に示す。 

 

 

 

 

〔現状〕● ごみ排出量は、生活系ごみ（収集ごみ）がやや増加傾向にあるが、2017 年

度（平成 29年度）以降は全体的には横這い傾向にある。 

● １人１日当たりのごみ排出量（2020年度（令和 2年度）：1,368g/人･日）は、

全国平均値（901g/人･日）、福岡県の平均値（946g/人･日）より大きいが、

生活系ごみの１人１日当たりのごみ排出量（2020年度（令和 2年度）：508g/

人･日）では、全国平均値（649g/人･日）、福岡県の平均値（629g/人･日）よ

り小さくなっており、これは人口が少なく直接搬入ごみ（事業系）が多い

ことに起因している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状〕● 資源ごみについては、分別収集、集団回収等で推進しているが、再生利用率

（2020年度（令和 2年度）：1.9％）は、全国平均値（20.0％）、福岡県の平

均値（21.2％）に比べてかなり低くなっている。 

● 2012年度（平成 24年度）以降は、再生利用率は低下する傾向にあり、特に、

2019年（令和元年度）以降は、新型コロナウイルスの影響による集団回収量

の減少により、大きく減少している。 

 

 

 

 

 

  

１ ごみ排出量に関して 

○ 町民・事業者・行政が連携して、ごみ排出量を増加させない努力が必要である。 

○ 特に、事業系一般廃棄物の減量化の推進が必要である。 

２ リサイクルに関して 

○ 資源ごみの分別の徹底により、再生利用率のさらなる向上が可能である。 

○ 収集ごみの分別区分の見直し等により、再生利用率のさらなる向上が可能で

ある。 
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〔現状〕● 中間処理は、福岡市に委託しており、可燃ごみは、東部工場（福岡市）で全

量焼却処理、不燃・粗大ごみは、東部資源化センター（福岡市）で破砕・選

別され、木くずは、中山リサイクル産業(株)でリサイクルされている。 

● 焼却処理量は、2017年度（平成 29年度）以降横這い傾向、不燃・粗大ごみ

は、やや増加傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状〕● 最終処分は、中間処理同様、福岡市に委託しており、焼却残渣、粗大ごみ処

理残渣及び不燃ごみが、伏谷埋立場にて埋立処分されている。 

● 2018年度（平成 30年度）以降、埋立処分量は横這い傾向にあり、最終処分

率も、2021年度（令和 3年度）で 14.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 最終処分に関して 

○ ごみの排出抑制やリサイクルを推進し、最終処分量を削減することが必要

である。 

○ 不燃ごみについては、極力中間処理を行い、減量化・減容化を図ったうえで

埋立処分することが必要である。 

３ 中間処理に関して 

○ ごみの排出抑制やリサイクルを推進し、処理量自体を削減することが必要

である。 

○ 今後とも福岡市に委託していくため、福岡市の分別区分に適したごみの排

出を行っていく必要がある。 
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〔現状〕● 2017年度（平成 29年度）以降では、処理コストは増加傾向で推移している。

また、ｔ当たりごみ処理経費については、2020年度（令和 2年度）以降はや

や増加傾向にあり、１人当たりごみ処理経費については、2019年度（令和元

年度）以降横這い傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ごみ処理経費に関して 

○ ごみの排出抑制やリサイクルを推進し、処理量自体を削減することが必要で

あるが、そのためには全ての排出者（町民、事業者）が同様の意識を持って

取り組んでいくことが重要である。 
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第４章 人口・ごみ排出量の将来予測 

本計画の期間は、2023年度（令和 5年度）を初年度とし、2032年度（令和 14年度）を

目標年度とする 10 年計画となっているが、人口及びごみ排出量の将来予測年度について

は、前回の「一般廃棄物処理基本計画」と同様に、15年後の 2037年度（令和 19年度）と

する。 

 

第１節 人口の将来予測 

１）人口推計の方法 

人口の将来予測に当たっては、トレンド法により行うことを基本とするが、久山町で

は、2022年（令和 4年）4月に作成した「久山町第４次総合計画」の中で、「第２期久山

町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」における将来人口推計及び将来展

望人口をもとに、将来の人口フレームの目標を設定している。 

そのため、本計画では、トレンド法における推計値及び第４次総合計画における人口

フレームの目標値を比較し、最も適切と思われるものを採用することとする。 

トレンド法及び人口ビジョンによる推計方法については、以下に示すとおりである。 

 

① トレンド法による推計方法 

過去の人口の実績値を基に、時系列的に直線・曲線をあてはめる手法である。ここ

では、過去 10年間（2012年度（平成 24年度）～2021年度（令和 3年度）：年度末人

口）の実績値を基に、推計を行うものとする。 

将来予測に用いる傾向線の種類は、以下の６種類とし、採用に当たっては、近年の

実績の推移及び将来におけるトレンドの動きが論理的矛盾をきたさないことを考慮し

て、最も適切と判断される傾向線を選択するものとする。 

また、久山町では、自家処理人口が存在するため、推計に当たっては、行政区域内

人口及び自家処理人口を推計し、計画収集人口については、行政区域内人口から自家

処理人口を差し引いたものとする。 

なお、行政区域内人口の推計に使用する過去 10年間（2012年度（平成 24年度）～

2021年度（令和 3年度）データについては、2014年度（平成 26年度）までは横這い

傾向であり、2015年度（平成 27年度）から増加傾向を示しているため、本計画では、

2014年度（平成 26年度）～2021年度（令和 3年度）の 8年間のデータで推計するも

のとする。 
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＜予測に用いる傾向線＞ 

① 一次直線      ：Ｙ＝ａ＋ｂ・ｔ 

② ルート曲線     ：Ｙ＝ａ＋ｂ・√ｔ 

③ 自然対数曲線    ：Ｙ＝ａ＋ｂ・logｔ 

④ 一次指数曲線    ：Ｙ＝ａ・ｂｔ 

⑤ べき曲線      ：Ｙ＝Ｙ０＋ａ・ｔｂ 

⑥ ロジスティック曲線 ：Ｙ＝Ｋ／（１＋ｅｂ－ａ・ｔ） 

   ここに、 

      Ｙ：理論値（ここでは、行政区域内人口予測値） 

      ａ、ｂ、ｃ：実績値より定める定数 

      ｔ：時間係数 

        （年度の変化を示す。） 

      Ｋ：上限値 

 

 

② 人口ビジョンによる推計方法 

第２期人口ビジョンでは、2019年（令和元年）10月 1日付けの住民基本台帳の人口

をもとに、人口問題研究所が行った推計方法と同様の方法（コーホート変化率法）で

将来人口の推計を行っている。また、この推計において、「合計特殊出生率が人口置換

水準（人口を長期的に一定に保てる水準の 2.1）まで上昇した」と仮定した場合のシ

ミュレーションを行っており、その結果から、第 2期人口ビジョンにおける将来展望

人口について、政策実現による緩やかな人口増加を図りつつ、10,000人程度を目標と

設定している。 
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1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

世帯数（戸）人口（人）

(年度)

男 女 世帯数

世帯数
一世帯

当りの人数

男 女 合計 （戸） （人／戸）

2012(平成24) 4,004 4,317 8,321 2,898 2.87

2013(平成25) 4,010 4,336 8,346 2,946 2.83

2014(平成26) 4,015 4,318 8,333 3,001 2.78

2015(平成27) 4,070 4,390 8,460 3,114 2.72

2016(平成28) 4,149 4,473 8,622 3,220 2.68

2017(平成29) 4,216 4,605 8,821 3,387 2.60

2018(平成30) 4,267 4,696 8,963 3,507 2.56

2019(令和元) 4,324 4,741 9,065 3,595 2.52

2020(令和2) 4,386 4,824 9,210 3,699 2.49

2021(令和3) 4,426 4,818 9,244 3,656 2.53

 ※住民基本台帳（各年度末）

年　度
人　　口（人）

表4.1.1 行政区域内人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1.1 行政区域内人口の推移 
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２）推計結果 

 

①行政区域内人口 

 第２期人口ビジョンにおいて、2019年（令和元年）10月 1日付けの住民基本

台帳の人口をもとに推計された結果は、以下に示すとおりである。この推計を

もとに、「合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の

2.1）まで上昇した」と仮定した場合のシミュレーション結果では、2045年（令

和 27年）に 10,025人となっており、久山町第４次総合計画の目標値 10,000人

の根拠数値となっている。 

（10月 1日現在） 

年度 
2020 

（R2） 

2025 

（R7） 

2030 

（R12） 

2035 

（R17） 

2040 

（R22） 

2045 

（R27） 

人口 9,047 9,201 9,343 9,471 9,547 9,592 

 

上記の推計では、2020年度（令和 2年度）年度末の実績人口と差があるため、

2025年度（令和 7年度）以降の推計人口を、（9,210人/9,047）の割合で補正す

ると、以下のような推計値となる 

（年度末） 

年度 
2020 

（R2） 

2025 

（R7） 

2030 

（R12） 

2035 

（R17） 

2040 

（R22） 

2045 

（R27） 

人口(人) 9,210 9,201 9,343 9,471 9,547 9,592 

 

一方、過去 8年間（2014年度（平成 26年度）～2021年度（令和 3年度））の

実績値を基にしたトレンド法による推計結果は、表 4.1.2に示すとおりである。

本推計では、久山町第４次総合計画の目標年の 2045 年度（令和 27 年度）まで

推計しており、人口ビジョンの推計値及び久山町第４次総合計画の目標値も示

している。 

久山町の人口は、現在も増加傾向であり、2022年（令和 4年）11月 1日現在

の人口は 9,310人と、人口ビジョンの推計結果よりは多くなっている。 

そのため、本計画では、トレンド法による予測結果を用いることとし、久山町

第４次総合計画の目標値（10,000 人）を考慮し、6 つの推計式の中で最も久山

町第４次総合計画の目標値に近い「ロジスティック曲線」を採用することとす

る。 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

9,366 9,446 9,517 9,581 9,637 9,687 9,732 9,771

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

9,806 9,837 9,864 9,888 9,910 9,928 9,945 9,960

行政区域内人口
(人)

行政区域内人口
(人)

年　　度

年　　度

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

7 6 6 5 5 4 4 3

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

3 3 2 2 2 2 2 1

自家処理人口
(人)

自家処理人口
(人)

年　　度

年　　度

  【ロジスティック曲線を採用した際の将来人口の推計結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自家処理人口 

 将来的には、現状と同様減少することが考えられるため、過去 10年間（2012

年度（平成 24年度）～2021年度（令和 3年度））の自家処理人口の推移を傾向

線に当てはめ、有効な推計式の中で、相関係数が最も高い「一次指数曲線」を採

用することとする。（表 4.1.3参照） 

  【一次指数曲線を採用した際の自家処理人口の推計結果】 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2012 (H24)

2013 (H25)

2014 (H26) 8,333 

2015 (H27) 8,460 

2016 (H28) 8,622 

2017 (H29) 8,821 

2018 (H30) 8,963 

2019 (R1) 9,065 

2020 (R2) 9,210 

2021 (R3) 9,244 

2022 (R4) 9,461 9,445 9,430 9,481 9,446 9,366 

2023 (R5) 9,599 9,573 9,548 9,631 9,574 9,446 

2024 (R6) 9,737 9,699 9,662 9,784 9,699 9,517 

2025 (R7) 9,875 9,823 9,774 9,938 9,823 9,581 

2026 (R8) 10,013 9,946 9,882 10,095 9,945 9,637 

2027 (R9) 10,151 10,066 9,988 10,255 10,065 9,687 

2028 (R10) 10,289 10,186 10,091 10,417 10,184 9,732 

2029 (R11) 10,428 10,304 10,191 10,582 10,300 9,771 

2030 (R12) 10,566 10,420 10,289 10,749 10,416 9,806 

2031 (R13) 10,704 10,535 10,385 10,919 10,530 9,837 

2032 (R14) 10,842 10,649 10,479 11,092 10,642 9,864 

2033 (R15) 10,980 10,761 10,570 11,267 10,753 9,888 

2034 (R16) 11,118 10,873 10,660 11,445 10,863 9,910 

2035 (R17) 11,256 10,983 10,747 11,626 10,972 9,928 

2036 (R18) 11,394 11,091 10,833 11,810 11,079 9,945 

2037 (R19) 11,532 11,199 10,917 11,997 11,185 9,960 

2038 (R20) 11,670 11,306 10,999 12,186 11,290 9,972 

2039 (R21) 11,808 11,411 11,079 12,379 11,394 9,984 

2040 (R22) 11,946 11,516 11,158 12,575 11,497 9,994 

2041 (R23) 12,084 11,619 11,236 12,774 11,598 10,002 

2042 (R24) 12,222 11,722 11,312 12,975 11,699 10,010 

2043 (R25) 12,361 11,823 11,387 13,181 11,799 10,017 

2044 (R26) 12,499 11,924 11,460 13,389 11,897 10,023 

2045 (R27) 12,637 12,024 11,532 13,601 11,995 10,028 

相関係数

0.99105

0.99272

0.99408

0.98921

0.99283

0.99669

一次指数曲線  Ｙ＝5,562.23×1.01581＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋1,850.30×ｔ＾0.462315

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝10,065.7／(１＋exp(1.82139－0.129849×ｔ))

一次直線  Ｙ＝4,766.64＋138.071×ｔ

ルート  Ｙ＝698.031＋1,500.15×√ｔ

自然対数  Ｙ＝－4,917.90＋4,068.68×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート

自然対数 一次指数曲線 べき曲線

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線 人口ビジョン推計値(推計値) 総合計画目標値

表4.1.2 行政区域内人口の将来推計結果（トレンド法） 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2012 (H24) 21 

2013 (H25) 19 

2014 (H26) 17 

2015 (H27) 15 

2016 (H28) 14 

2017 (H29) 12 

2018 (H30) 11 

2019 (R1) 10 

2020 (R2) 9 

2021 (R3) 8 

2022 (R4) 6 6 6 7 7 7 

2023 (R5) 4 5 5 6 7 6 

2024 (R6) 3 3 4 6 6 6 

2025 (R7) 1 2 3 5 6 5 

2026 (R8) 0 1 2 5 5 5 

2027 (R9) -1 0 1 4 5 4 

2028 (R10) -3 -2 0 4 5 4 

2029 (R11) -4 -3 -1 3 4 3 

2030 (R12) -6 -4 -2 3 4 3 

2031 (R13) -7 -5 -3 3 4 3 

2032 (R14) -9 -6 -4 2 3 2 

2033 (R15) -10 -7 -5 2 3 2 

2034 (R16) -11 -9 -6 2 3 2 

2035 (R17) -13 -10 -7 2 3 2 

2036 (R18) -14 -11 -8 2 3 2 

2037 (R19) -16 -12 -9 1 2 1 

相関係数

0.98943

0.99230

0.99468

0.99921

0.99839

0.99916

一次指数曲線  Ｙ＝273.817×0.898531＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋322,412×ｔ＾-3.02575

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝321.3／(１＋exp(－0.01614＋0.11165×ｔ))

一次直線  Ｙ＝54.3636－1.4303×ｔ

ルート  Ｙ＝95.0535－15.2772×√ｔ

自然対数  Ｙ＝149.703－40.6912×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0

5

10

15

20

25

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表4.1.3自家処理人口の将来推計結果（トレンド法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年度） 



61 

 

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

人口（人）

(年度)

計画収集人口 自家処理人口 総合計画 人口ビジョン推計値(補正値)

実績値 推計値

３）将来人口の設定 

行政区域内人口、計画収集人口及び自家処理人口の設定値をまとめると、表 4.1.4及

び図 4.1.2に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1.2 将来人口の設定値 
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（単位：人）

計画収集人口 自家処理人口 行政区域内人口 推計値 補正値

2012 (H24) 8,300 21 8,321

2013 (H25) 8,327 19 8,346

2014 (H26) 8,316 17 8,333

2015 (H27) 8,445 15 8,460

2016 (H28) 8,608 14 8,622

2017 (H29) 8,809 12 8,821

2018 (H30) 8,952 11 8,963

2019 (R1) 9,055 10 9,065

2020 (R2) 9,201 9 9,210 9,047 9,210

2021 (R3) 9,236 8 9,244

2022 (R4) 9,359 7 9,366

2023 (R5) 9,440 6 9,446

2024 (R6) 9,511 6 9,517

2025 (R7) 9,576 5 9,581 9,201 9,367

2026 (R8) 9,632 5 9,637

2027 (R9) 9,683 4 9,687

2028 (R10) 9,728 4 9,732

2029 (R11) 9,768 3 9,771

2030 (R12) 9,803 3 9,806 9,343 9,511

2031 (R13) 9,834 3 9,837

2032 (R14) 9,862 2 9,864

2033 (R15) 9,886 2 9,888

2034 (R16) 9,908 2 9,910

2035 (R17) 9,926 2 9,928 9,471 9,642

2036 (R18) 9,943 2 9,945

2037 (R19) 9,959 1 9,960

行政区域内人口
－自家処理人口

一次指数曲線
ロジスティック

曲線

総合計画目標：10,000人
（2045年（令和27年））

実績及び推計人口

予測式等

実
　
　
績
　
　
値

年　　度

推
　
　
　
　
計
　
　
　
　
値

人口ビジョンによる推計値

表4.1.4 将来人口の設定値 
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第２節 ごみ排出量の将来予測 

１）予測に当たっての基本的な考え方 

ごみ処理・処分の将来計画を検討するためには、ごみ排出量の将来予測を行い、そ

の動向を把握する必要がある。 

ごみ排出量の予測は、過去のごみ排出量を基に、１人１日当たりのごみ排出量、あ

るいは１日当たりのごみ排出量を予測し、これを排出原単位として、地域の将来人口

との積によって求める下記の方法が基本となっている。 

 

 Ｗ＝ｍ×Ｐ×１0－６＋ｑ   Ｗ：１日当たりのごみ量       (t/日) 

                         ｍ：１人１日当たりの排出原単位(g/人･日) 

                         Ｐ：当該区域の処理対象人口   (人) 

                         ｑ：直接搬入ごみ発生原単位   (t/日) 

 

現在の収集体制におけるごみ排出量の予測を行った後、排出抑制・再生利用等に関

する施策の展開等について検討を行い、目標値の設定を行うこととし、ここでは、現

体制におけるごみ排出量の予測までを行うこととする。 

 

地域の処理対象人口及びごみの排出原単位の予測については、過去の実績値に基づ

く傾向線（トレンド法）を基本とし、予測年度は本計画策定年の15年後（2037年度

（令和19年度））までとする。 

予測に用いる傾向線は、人口の将来予測に用いた傾向線と同じ６種類とし、採用に当

たっては、近年の実績の推移などを考慮して最も適当な傾向線を選択するものとする。 

 

なお、処理対象人口は、本町では自家処理人口があるため、計画収集人口と同じとな

る。そのため、処理対象人口の将来予測は、前述した計画収集人口の将来予測と同じと

なり、以下では、ごみ排出原単位の予測方法を示す。 

 

（１）収集ごみ 

ごみ排出量の予測は、資源ごみの分別収集及び集団回収による資源回収が実施され

ており、この影響を排除するため、収集ごみ量に資源ごみ分別収集量及び集団回収量

を加えた過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の「１人

１日当たりごみ排出量」を基にし、トレンド法を基本に行うこととする。 

なお、収集ごみ及び集団回収の細目については、2021年度（令和 3年度）の排出割

合から按分することとする。  
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    ※１：分別収集されなければ、可燃ごみとして収集される分別区分のもの。 

    ※２：分別収集されなければ、不燃ごみとして収集される分別区分のもの。 

 

 

（２）直接搬入ごみ 

直接搬入ごみの予測は、過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和

3 年度））の「１日当たりごみ排出量」を基に、トレンド法を基本に行うこととする。 

 

 

収 集 ご み 

可燃ごみ 資源ごみ 

(可燃性)※１ 

不燃ごみ 資源ごみ 

(不燃性)※２ 

トレンド法による予測 

（１人１日当たり可燃系ごみ排出量） 

可燃系ごみ排出量（t/日） 不燃系ごみ排出量（t/日） 

１人１日当たり可燃系ごみ排出量 

実績値（g/人･日） 

１人１日当たり不燃系ごみ排出量 

実績値（g/人･日） 

各年度の人口実績（人） 

トレンド法による予測 

（１人１日当たり不燃系ごみ排出量） 

１日当たり排出量の予測（t/日） １日当たり排出量の予測（t/日） 

人口の将来予測結果（人） 
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年　度 

 区　分

人 8,821 8,963 9,065 9,210 9,244

人 8,809 8,952 9,055 9,201 9,236

人 12 11 10 9 8

 可燃ごみ ｔ/年 1,408 1,456 1,518 1,544 1,557

g/人･日 437.9 445.6 458.0 459.7 461.9

 資源ごみ(可燃性) ｔ/年 63 65 59 46 29

g/人･日 19.7 19.8 17.9 13.8 8.5

 可燃系ごみ 合計 ｔ/年 1,471 1,521 1,577 1,590 1,586

g/人･日 457.6 465.4 475.9 473.5 470.4

 不燃ごみ ｔ/年 31 35 56 69 64

g/人･日 9.6 10.7 16.9 20.5 19.0

 資源ごみ(不燃性) ｔ/年 35 37 27 29 25

g/人･日 11.0 11.4 8.2 8.5 7.5

 粗大ごみ ｔ/年 8 13 14 18 17

g/人･日 2.5 4.0 4.2 5.4 5.0

 粗大・不燃ごみ ｔ/年 74 85 97 116 106

 合計 g/人･日 23.1 26.1 29.3 34.4 31.5

ｔ/年 1,546 1,606 1,674 1,706 1,692

g/人･日 480.7 491.5 505.2 507.9 501.9

ｔ/年 2,666 2,840 2,981 2,727 2,792

ｔ/日 7.30 7.78 8.14 7.47 7.65

ｔ/年 129 141 150 162 118

ｔ/日 0.35 0.39 0.41 0.44 0.32

ｔ/年 2,795 2,981 3,131 2,889 2,910

ｔ/日 7.65 8.17 8.55 7.91 7.97

ｔ/年 4,341 4,587 4,805 4,595 4,602

g/人･日 1,350.0 1,403.8 1,450.0 1,368.2 1,365.1

 集団回収量 ｔ/年 50 50 42 23 4

g/人･日 15.4 15.3 12.8 6.9 1.1

ｔ/年 4,291 4,537 4,763 4,572 4,598

g/人･日 1,334.6 1,388.5 1,437.2 1,361.4 1,363.9

 ごみ排出量 合計

 不燃ごみ

 直接搬入量 合計

2020
(令和2)

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

人
口

収
集
＋
集
団
回
収

可燃系
ご　み

粗大
・不燃
ごみ

 収集量 合計

 行政区域内人口

 計画収集人口

 自家処理人口

排
出
量

直
接
搬
入

 （集団回収を除く）

 （集団回収を含む）

 ごみ排出量 合計

 可燃ごみ

２）ごみ排出量及びごみ排出原単位の実績 

ごみ排出量及びごみ排出量の予測に用いる過去 5年間の「１人１日当たりごみ排出量」

等の実績は、表 4.2.1に示すとおりです。 

 

 

表4.2.1 予測に用いる実績（ごみ排出原単位） 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4 470.4
1人1日当たり可燃系ごみ排出量

(g/人･日)

1人1日当たり可燃系ごみ排出量
(g/人･日)

年　　度

年　　度

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7

年　　度

1人1日当たり不燃系ごみ排出量
(g/人･日)

1人1日当たり不燃系ごみ排出量
(g/人･日)

年　　度

３）ごみ排出量の将来予測 

（１）推計方法及び結果 

 

①  可燃系ごみ排出量（収集可燃ごみ＋可燃性資源ごみ） 

 過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の推計

では増加傾向を示している。しかし、2020年度（令和 2年度）以降は減少し

ており、明確な傾向は認められない。また、2023年度（令和 3年度）以降も

減少傾向が継続するかは不明なため、トレンド法での推計式は採用せず、2021

年度（令和 3年度）における１人１日当たり可燃系ごみ排出量（470.4g/人・

日）が、そのまま推移するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 不燃系ごみ排出量（収集不燃ごみ＋不燃性資源ごみ） 

 過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の推計

では増加傾向であるが、2019年度（令和元年度）以降は横這い傾向であるた

め、トレンド法での推計式は採用せず、2019年度（令和元年度）～2021年度

（令和 3 年度）における１人１日当たり不燃系ごみ排出量の平均値（31.7g/

人・日）が、そのまま推移するものとする。 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67

年　　度

直接搬入可燃系ごみ排出量
(t/日)

直接搬入可燃系ごみ排出量
(t/日)

年　　度

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(R4) (R5) (R5) (R6) (R6) (R7) (R7) (R8)

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

(R8) (R9) (R9) (R10) (R10) (R11) (R11) (R12)

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

直接搬入不燃系ごみ排出量
(t/日)

直接搬入不燃系ごみ排出量
(t/日)

年　　度

年　　度

③ 直接搬入可燃ごみ排出量 

 過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の推計

では増加傾向であるが、変動が大きく明確な傾向は認められないため、過去

5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の１日当たり

直接搬入可燃ごみ排出量の平均値（7.67ｔ/日）が、そのまま推移するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 直接搬入不燃ごみ排出量 

 過去 5年間（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の推計

では、2020年度（令和 2年度）までは増加し、2021年度（令和 3年度）には

2017 年度（平成 29 年度）より減少しており、傾向が明確ではない。そのた

め、トレンド法での推計式は採用せず、過去 5 年間（2017 年度（平成 29 年

度）～2021 年度（令和 3 年度））の１日当たり直接搬入不燃ごみ排出量の平

均値（0.38ｔ/日）が、そのまま推移するものとする。 
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（ｇ／人・日）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 457.6 

2018 (H30) 465.4 

2019 (R1) 477.2 

2020 (R2) 472.3 

2021 (R3) 470.4 

2022 (R4) 478.3 478.2 478.1 478.4 478.3 478.5 

2023 (R5) 481.6 481.3 481.1 481.8 481.3 481.8 

2024 (R6) 484.8 484.4 484.0 485.1 484.3 485.2 

2025 (R7) 488.1 487.4 486.8 488.5 487.3 488.6 

2026 (R8) 491.3 490.4 489.5 492.0 490.1 492.0 

2027 (R9) 494.6 493.3 492.2 495.4 492.9 495.4 

2028 (R10) 497.8 496.3 494.8 498.9 495.7 498.9 

2029 (R11) 501.1 499.1 497.3 502.4 498.4 502.4 

2030 (R12) 504.3 502.0 499.8 505.9 501.0 505.9 

2031 (R13) 507.6 504.8 502.2 509.4 503.7 509.5 

2032 (R14) 510.8 507.5 504.5 513.0 506.2 513.0 

2033 (R15) 514.1 510.3 506.8 516.6 508.7 516.6 

2034 (R16) 517.3 513.0 509.1 520.2 511.2 520.2 

2035 (R17) 520.6 515.6 511.3 523.9 513.6 523.8 

2036 (R18) 523.8 518.3 513.5 527.5 516.0 527.5 

2037 (R19) 527.1 520.9 515.6 531.2 518.3 531.2 

相関係数

0.68958

0.69572

0.70180

0.68689

0.69913

0.68698

一次指数曲線  Ｙ＝377.261×1.00701＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋220.017×ｔ＾0.22019

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝14,363.7／(１＋exp(3.61361－0.007223×ｔ))

一次直線  Ｙ＝367.83＋3.25×ｔ

ルート  Ｙ＝265.436＋36.4953×√ｔ

自然対数  Ｙ＝117.057＋102.397×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

450

475

500

525

550

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
ｇ

／
人

・
日

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表4.2.1 １人１日当たり可燃系ごみ排出量の将来予測結果（トレンド法） 
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（ｇ／人・日）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 23.1 

2018 (H30) 26.1 

2019 (R1) 29.3 

2020 (R2) 34.3 

2021 (R3) 31.5 

2022 (R4) 36.4 36.2 36.1 37.4 37.1 37.3 

2023 (R5) 38.9 38.6 38.4 40.9 40.2 40.8 

2024 (R6) 41.4 41.0 40.6 44.7 43.5 44.6 

2025 (R7) 43.9 43.3 42.7 48.9 46.9 48.7 

2026 (R8) 46.4 45.6 44.8 53.4 50.5 53.2 

2027 (R9) 48.9 47.8 46.8 58.4 54.3 58.0 

2028 (R10) 51.4 50.0 48.8 63.9 58.3 63.3 

2029 (R11) 53.9 52.2 50.7 69.9 62.4 69.0 

2030 (R12) 56.4 54.4 52.6 76.4 66.8 75.3 

2031 (R13) 58.9 56.5 54.4 83.5 71.3 82.0 

2032 (R14) 61.4 58.6 56.2 91.3 76.0 89.4 

2033 (R15) 63.9 60.7 58.0 99.9 80.9 97.3 

2034 (R16) 66.4 62.8 59.7 109.2 86.0 105.9 

2035 (R17) 68.9 64.8 61.3 119.4 91.3 115.1 

2036 (R18) 71.4 66.9 63.0 130.6 96.8 125.1 

2037 (R19) 73.9 68.9 64.6 142.8 102.6 135.9 

相関係数

0.89773

0.90048

0.90312

0.88034

0.88701

0.88078

一次指数曲線  Ｙ＝1.79138×1.09347＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋0.002021×ｔ＾2.78395

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝1,372.00／(１＋exp(6.67745－0.091213×ｔ))

一次直線  Ｙ＝－48.64＋2.5×ｔ

ルート  Ｙ＝－126.499＋27.9106×√ｔ

自然対数  Ｙ＝－238.428＋77.8598×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

20

40

60

80

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
ｇ

／
人

・
日

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表4.2.2 １人１日当たり不燃系ごみ排出量の将来予測結果（トレンド法） 
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（ｔ／日）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 7.30 

2018 (H30) 7.78 

2019 (R1) 8.17 

2020 (R2) 7.45 

2021 (R3) 7.65 

2022 (R4) 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78 7.78 

2023 (R5) 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82 7.82 

2024 (R6) 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 

2025 (R7) 7.89 7.89 7.89 7.90 7.90 7.90 

2026 (R8) 7.93 7.93 7.92 7.94 7.93 7.94 

2027 (R9) 7.97 7.96 7.95 7.98 7.96 7.98 

2028 (R10) 8.00 7.99 7.98 8.02 8.00 8.02 

2029 (R11) 8.04 8.03 8.02 8.06 8.03 8.06 

2030 (R12) 8.08 8.06 8.04 8.10 8.06 8.10 

2031 (R13) 8.11 8.09 8.07 8.14 8.10 8.14 

2032 (R14) 8.15 8.13 8.10 8.18 8.13 8.18 

2033 (R15) 8.19 8.16 8.13 8.22 8.16 8.22 

2034 (R16) 8.23 8.19 8.16 8.26 8.19 8.26 

2035 (R17) 8.26 8.22 8.18 8.30 8.22 8.31 

2036 (R18) 8.30 8.25 8.21 8.35 8.25 8.35 

2037 (R19) 8.34 8.28 8.23 8.39 8.27 8.39 

相関係数

0.17485

0.18128

0.18775

0.17286

0.18559

0.17288

一次指数曲線  Ｙ＝6.55725×1.00504＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋4.32457×ｔ＾0.166694

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝795.758／(１＋exp(4.79049－0.005079×ｔ))

一次直線  Ｙ＝6.523＋0.037×ｔ

ルート  Ｙ＝5.29334＋0.426971×√ｔ

自然対数  Ｙ＝3.44758＋1.22997×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

7.0

7.5

8.0

8.5

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
ｔ

／
日

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表4.2.3 １日当たり直接搬入可燃ごみ排出量の将来予測結果（トレンド法） 
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（ｔ／日）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 0.35 

2018 (H30) 0.39 

2019 (R1) 0.41 

2020 (R2) 0.44 

2021 (R3) 0.32 

2022 (R4) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.40 

2023 (R5) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.40 

2024 (R6) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.40 

2025 (R7) 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.40 

2026 (R8) 0.38 0.38 0.38 0.36 0.37 0.41 

2027 (R9) 0.37 0.38 0.38 0.36 0.37 0.41 

2028 (R10) 0.37 0.38 0.38 0.36 0.37 0.41 

2029 (R11) 0.37 0.37 0.38 0.36 0.36 0.41 

2030 (R12) 0.37 0.37 0.38 0.36 0.36 0.41 

2031 (R13) 0.37 0.37 0.38 0.35 0.36 0.42 

2032 (R14) 0.37 0.37 0.38 0.35 0.36 0.42 

2033 (R15) 0.37 0.37 0.38 0.35 0.36 0.42 

2034 (R16) 0.37 0.37 0.38 0.35 0.36 0.42 

2035 (R17) 0.37 0.37 0.38 0.35 0.36 0.42 

2036 (R18) 0.37 0.37 0.38 0.34 0.36 0.43 

2037 (R19) 0.36 0.37 0.37 0.34 0.36 0.43 

相関係数

0.03319

0.02495

0.01675

0.03017

0.01446

-0.02200

一次指数曲線  Ｙ＝0.45519×0.994158＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋0.614168×ｔ＾-0.14017

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝0.479111／(１＋exp(－0.39884－0.034702×ｔ))

一次直線  Ｙ＝0.413－0.001×ｔ

ルート  Ｙ＝0.428572－0.00837×√ｔ

自然対数  Ｙ＝0.435639－0.01562×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
ｔ

／
日

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表4.2.4 １日当たり直接搬入不燃ごみ排出量の将来予測結果（トレンド法） 
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（２）ごみ排出量将来予測のまとめ 

前項までの人口及びごみ排出量の将来予測結果をまとめると、表 4.2.5に示すとお

りである。 

なお、2021年度（令和 3年度）の構成割合（表 4.2.6）で、以降も推移すると仮定

した場合のごみ種別将来予測は、表 4.2.7及び図 4.2.1に示すとおりである。 
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年　度 

 区　分 ｔ/年 ％

ｔ/年 1,557 98.19

ｔ/年 25 1.58

 ペットボトル ｔ/年 6 0.38

 ダンボール ｔ/年 19 1.20

 集団回収（可燃性） ｔ/年 3.640 0.23

 新　聞 ｔ/年 1.280 0.08

 雑　誌 ｔ/年 1.480 0.09

 古　布 ｔ/年 0.000 0.00

 ダンボール ｔ/年 0.880 0.06

 合計 ｔ/年 1,586 100.00

 不燃ごみ ｔ/年 64 60.25

ｔ/年 25 23.54

 空き缶類 ｔ/年 7 6.59

 空きびん類 ｔ/年 18 16.95

 陶器類 ｔ/年 0 0.00

 粗大ごみ ｔ/年 17 16.01

 集団回収（不燃性） ｔ/年 0.210 0.20

 アルミ缶 ｔ/年 0.210 0.20

 一升びん ｔ/年 0.000 0.00

 ビールびん ｔ/年 0.000 0.00

 その他びん ｔ/年 0.000 0.00

 合計 ｔ/年 106 100.00

 資源ごみ（不燃性）

不燃系
ごみ

排出量

2021年度

可燃系
ごみ

排出量

 可燃ごみ

 資源ごみ（可燃性）

(令和3年度)

 

表4.2.6 2021年度（令和3年度）のごみ排出割合 
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第５章 ごみ減量化等の目標値 

第１節 ごみ減量化等目標値の設定 

本町におけるごみ減量等の目標値については、以下のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ごみ排出量＝収集ごみ量＋直接搬入ごみ量＋集団回収量 

・再生利用率＝（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）÷ごみ排出量×100 

・最終処分率＝最終処分量÷ごみ排出量×100 

 
  

ごみ排出量の削減目標 

リサイクルの目標 

最終処分量の削減目標 

2027 年度（令和 9 年度）のごみ排出量

を基準年度に比べ 

５％ 以上削減 

2027年度（令和 9年度）の再生利用率

を 

2.5％ 以上に向上 

2027年度（令和 9年度）の最終処分率 

を 

15％ 以下を維持 

2027年度（令和 9年度）におけるごみ排出量を、基準年度（将来推計の当初年

度となる 2022年度（令和 4年度））比で 5％以上削減することを目標とする。 

2027 年度（令和 9 年度）における再生利用率を、2021 年度（令和 3 年度）の

1.5％から 1.0％以上向上させ、2.5％以上にすることを目標とする。 

2027年度（令和 9年度）における最終処分率を、15％以下を維持することを目

標とする。 
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図5.1.1 １日当たりごみ排出量の削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.1.2 １人１日当たりごみ排出量の削減目標 
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図5.1.3 リサイクルの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.1.4 最終処分量の削減目標 
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○ 参 考 値 

 

 

国では、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの基本的な方針」（平成 28年 1月 21日環境省告示第７号。以下、「基本方針」という。）の中で、

一般廃棄物の適正な処理に関する目標を以下のように定めている。 

 

廃棄物処理法の基本方針における一般廃棄物に関する目標値 
 

区  分 24年度実績 25年度実績 32年度目標値 備  考 

ごみ総排出量 45,234千ｔ 44,874千ｔ 
(24年度比) 

－12％ 
令和 2年度：41,669千ｔ 

1人 1日当たり 

家庭系ごみ 

排出量 

553ｇ 527ｇ 500ｇ 令和 2年度：520ｇ/人･日 

再生利用率 21％ 21％ 
(総排出量比) 

27％ 
令和 2年度：20.0％ 

最終処分量 4,648千ｔ 4,538千ｔ 
(24年度比) 

－14％ 
令和 2年度：8.7％ 

・「家庭系ごみ」＝「生活系ごみ」－「集団回収量」－「資源ごみ」 

 

基本方針では、主に令和 2 年度（平成 32 年度）を目標年度としているが、基本方針の内容に大

幅な変更の必要性がないことから、令和 2年度では改定は行わず、令和 2年度以降については、循

環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）に基づく第四次循環型社会形成推進基本計画

（平成 30年 6月閣議決定。以下「循環基本計画」という。）等の目標を参考にして施策を進めると

している。 

循環基本計画（平成 30 年 6 月）では、一般廃棄物の適正な処理に関する目標を以下のように定

めている。 

 

循環型社会形成推進基本計画における一般廃棄物に関する目標値 
 

区 分 

項 目 

2025年度（令和 7年度） 

目 標 値 
備  考 

1人 1日当たりごみ排出量 約 850ｇ/人･日 令和 2年度：901ｇ/人･日 

1人 1日当たり家庭系ごみ排出量 約 440ｇ/人･日 令和 2年度：520ｇ/人･日 

事業系ごみ排出量 約 1,100万トン 令和 2年度：1,165万トン 

再生利用率 28％ 令和 2年度：20.0％ 

・「家庭系ごみ」＝「生活系ごみ」－「集団回収量」－「資源ごみ」 

 

  

国の目標値 
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一般廃棄物の減量化等の目標 

区  分 本県の令和 7（2025）年度目標値 備 考 

ごみ総排出量の増減率 

(平成 30（2018）年度比) 
-5％ 

生活系ごみ：-3％ 

事業系ごみ：-9％ 

（それぞれ人口減少-1％

の影響を含む） 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

(平成 30（2018）年度比) 
516ｇ （約-2％） 

生活系ごみの減少率から

人口減少の影響を除外 

再生利用率（排出量比） 

22％ 

民間リサイクルを加味した再生利用率 

40％（推計値） 

民間事業者によるリサイ

クルを加味した推計を参

考値として併記 

最終処分量の増減率 

(平成 30（2018）年度比) 
-6％  

 

福岡県の一般廃棄物の排出・処理の状況及びの目標値 

区  分 
平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

県の令和 7（2025） 

年度 目標値 

前計画における 

県の令和 2（2020） 

年度 目標値（参考） 

ごみ総排出量 1,785千 t 1,769千ｔ 

1,681 千ｔ 

平成 30（2018） 

年度比 -5％ 

1,820 千ｔ 

平成 26（2014） 

年度比 -2％ 

1人 1日当たり 

家庭系ごみ排出量 
526ｇ 528ｇ 

516ｇ 

平成 30（2018） 

年度比 約-2％ 

538ｇ 

平成 26（2014） 

年度比 -1％ 

再生利用率 

（総排出量比） 
21.9％ 21.6％ 22％ 23％ 

最終処分量 180千ｔ 182千ｔ 

171 千ｔ 

平成 30（2018） 

年度比 -6％ 

191 千ｔ 

平成 26（2014） 

年度比 -2％ 

 

 

 

  

福岡県の目標値 
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第２節 目標達成に向けて 

目標を達成するためには、町民、事業者、行政が一体となって、ごみの減量・リサイク

ルの推進に取り組んでいく必要がある。目標を達成するために、どのような行動が大切で

あるかを、以下に示す。 

 

１．ごみ排出量の削減に向けて 

本町における１人１日当たりのごみ排出量は、2021年度（令和 3年度）で 1,365g/人･

日である。これに対して、2027年度（令和 9年度）には１人１日当たり 1,249g/人･日ま

で削減することを目標としているため、現在より 116gの減量が必要となる。 

本町におけるごみの排出量については、直接搬入ごみ（事業系）の方が収集ごみ（生

活系）より多く、収集ごみ（生活系）の 1人 1日当たり排出量は、2021年度（令和 3年

度）で 502g/人･日と比較的低い値を示している。 

そのため、削減の目標を達成するためには、収集ごみ（生活系）の削減を推進するこ

とは勿論であるが、それ以上に、直接搬入ごみ（事業系）の削減を推進していく必要が

ある。 

福岡県では、以下のような取り組みにより、ごみ排出量の削減を促進するとしており、

本町でも、これまでの取り組みに加え、「食品ロスの削減」及び「プラスチック排出抑制」

等の取り組みを進めていくものとする。 

 

本県では、「福岡県食品ロス削減県民運動協力店」や「ふくおかプラごみ削減協力店」の登

録促進、事業者や県民、市町村等で構成する「ふくおかプラスチック資源循環ネットワーク」

を活用したプラスチック資源循環の取り組みの促進など、食品ロス削減及びプラスチック排

出抑制等の取り組みを各主体と協力し実施することによりごみの削減を進めます。 

 

家庭及び事業所における、ごみ排出量削減のための取り組みについて示すと、以下の

とおりとなる。 

 

１）家庭における取り組み 

ごみ排出量を削減し、目標を達成するためには、町民一人ひとりがごみの減量を意

識した行動が大切となる。 

また、町ではごみの減量、３つのＲの啓蒙を進めていくとともに、ごみ排出量削減

の誘因となる施策を検討していく。 

本町におけるごみ処理・処分の現況を整理した結果をもとに、ごみの減量に向けて

家庭で実践できる行動とその効果については、以下に示すとおりである。 
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２）事業所における取り組み 

事業所に関しては、業務の形態によってごみの内容が大きく異なることから、業種

別に実践できる行動について整理したものを、以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①使い捨て製品など使い終わったらすぐごみになるようなものは、できるだけ買わないよう

にする。（容器包装に包まれた商品を購入すると、その容器はごみになる。） 

②買い物袋を持参するようにする。（買い物の際のレジ袋は、そのままごみになる。） 

③布おむつ、ハンカチ、雑巾を活用するようにする。 

④生ごみを減量化するようにする。（水切りや堆肥化など） 

⑤計画的な買い物を実施するようにする。 

⑥食品ロスの削減に努める。（食べ物を無駄にしない、不要になった食品の有効活用 等） 

⑦プラスチックごみの削減。（使い捨てプラスチックの使用を控える、繰り返し長く使う 等） 

町民の取り組み 

 

①事務所 

  紙類がごみ発生量の多くを占める。紙類はある程度保管して、古紙回収業者に引き渡すよ

うにする。機密文書のリサイクルを行う古紙回収業者もある。 

②スーパー・飲食店 

  生ごみが多く発生する業種では、業務用の生ごみ処理機を導入するなどして、生ごみ 

 の削減に努める。食品ロスが出ないように商品管理を行い、食品ロスの削減に努める。 

  また、牛乳パックや発泡トレイの店頭回収、裸売りの推進、簡易包装の推進、買い物 

 袋持参運動の推進などに積極的に取り組んでいく。 

③ISO 14000の取得、環境活動評価プログラム（エコアクション２１）の実施 

  ISO 14000シリーズは、環境管理と環境監査の国際規格である。また、エコアクション 

２１は、ISO14000 規格をベースとした環境経営システムである。これらを取得、実施する

ことによって環境保全に貢献できるほか、エネルギーや廃棄物処理に係る経費の削減、企業

のイメージアップにつながる。 

事業所の取り組み 
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３）具体的な目標値の設定 

上述した取り組みの考え方を基に減量化を推進していくが、具体的には、生活系ご

み（収集ごみ）、事業系ごみ（直接搬入ごみ）について、以下のような目標値を設定す

ることとする。 

 

 

○生活系ごみ 

生活系ごみの 1人 1日当たり排出量は、比較的低い値であるが、さらに削減す

るものとし、基準年度等は異なるが、福岡県廃棄物処理計画の目標値（1 人 1 日

当たりの家庭系ごみ排出量）として示されている 2％を目安とし、削減を行うも

のとする。 

そのため、2021年度（令和 3年度）までの 1人 1日当たり排出量の実績値（470.4

ｇ/人･日（可燃系）＋31.7ｇ/人･日（不燃系）＝502.1ｇ/人･日）に対し、2027年

度（令和 9年度）までに 2％の削減を行うこととする。その後は、2027年度（令

和 9年度）時点の 1人 1日当たり排出量を維持するものとする。 

 

○事業系ごみ 

本町でのごみの排出量（１人１日当たり排出量）を、目標値である 1,249g/人･

日まで削減するためには、事業系ごみの大幅な削減が不可欠である。 

そのため、2021年度（令和 3年度）までの 1日当たり排出量の実績値（7.67ｔ

/日（可燃系）＋0.38ｔ/日（不燃系）＝8.05ｔ/日）に対し、2027年度（令和 9年

度）までに 9％（福岡県廃棄物処理計画のごみ総排出量の増減率）の削減を行う

こととする。その後は、2027年度（令和 9年度）時点の 1日当たり排出量を維持

するものとする。 

 

 

以上の目標値を達成した場合のごみ量については、表 5.2.1に示すとおりである。 
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年 度 

2027 2032 2037 2027 2032 2037

 区 分 (R9) (R14) (R19) (R9) (R14) (R19)

(人) 9,687 9,864 9,960 9,687 9,864 9,960

(人) 9,683 9,862 9,959 9,683 9,862 9,959

(人) 4 2 1 4 2 1

(t/年) 1,632 1,663 1,679 1,600 1,630 1,646

(t/日) 4.5 4.6 4.6 4.4 4.5 4.5

(g/人･日) 461.9 461.9 461.9 452.7 452.7 452.7

（t/年） 86 87 88 84 85 86

（t/日） 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

（g/人･日） 24.2 24.2 24.2 23.7 23.7 23.7

（t/年） 30 31 31 29 30 30

（t/日） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

（g/人･日） 8.5 8.5 8.5 8.3 8.3 8.3

（t/年） 27 27 27 26 27 27

（t/日） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

（g/人･日） 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4

（t/年） 2,800 2,800 2,800 2,548 2,548 2,548

（t/日） 7.67 7.67 7.67 6.98 6.98 6.98

（t/年） 139 139 139 128 128 128

（t/日） 0.38 0.38 0.38 0.35 0.35 0.35

（t/年） 4,714 4,747 4,764 4,415 4,448 4,465

（t/日） 12.9 13.0 13.1 12.1 12.2 12.2

（g/人･日） 1,333.8 1,318.7 1,310.6 1,249.2 1,235.7 1,228.3

収集可燃ごみ

収集不燃・粗大ごみ

資源ごみ
（集団回収
含む）

可燃性

不燃性

直接搬入

可燃ごみ

不燃ごみ

合    計

ご
　
　
み
　
　
排
　
　
出
　
　
量

人
口

計画収集人口

行政区域内人口

自家処理人口

予測値 減量化達成後

表5.2.1 減量化目標達成後のごみ量 
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２．リサイクルの目標達成に向けて 

本町の資源ごみ再生利用率は、2021年度（令和 3年度）で 1.5％である。これに対し

て、2027年度（令和 9年度）には再生利用率を 2.5％以上に向上させることを目標とし

ているので、現在より 1.0％以上のアップが必要となる。 

この目標を達成するためには、資源ごみの分別収集などのリサイクル事業を継続して

いくことに加え、ごみの分別排出の徹底が重要となる。また、分別品目の見直しを実施

する等により、再生利用率の向上に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な数値目標としては、現在の資源化量の実績及び県内の他町の状況を比較し、

さらに資源化が可能と思われるものについて、資源化を推進していく。（表 5.2.2） 

なお、2020年（令和 2年）からの新型コロナウイルスの影響により、2019年度（令和

元年度）以降は、集団回収による資源化が大きく減少しているが、今回の計画では、現

在の状況が少しは良くなると考えるが、集団回収における増加は見込まないものとする。 

その結果、資源化量及び再生利用率は、表 5.2.3に示すとおりとなる。 

また、減量化及び資源化目標達成後のごみ量は、表 5.2.4に示すとおりである。 

 

 

 

①資源ごみリサイクル事業の継続 

  これまで実施してきた分別収集、拠点回収などの資源ごみリサイクル事業を、今後も、継

続していく。 

②分別の徹底 

  リサイクルの対象として分別排出すべき紙類（新聞、広告、雑誌・本、ダンボール） 

やペットボトルの一部が可燃ごみとして廃棄されている。また、缶・びん、金物類も、 

びんを除くとまだ不燃ごみとして廃棄されている状況である。 

  再生利用率を向上させるには、これらの資源ごみをきちんと分別することが必要不 

 可欠である。 

リサイクルの目標達成に向けて 
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区　分 資源化量 資源化量

2021(R3)実績 目標値

 項　目 (g/人･日) (g/人･日)

 分別収集による  ペットボトル 1.8 2.5

 資源化量  ダンボール 5.6 7.5

 缶・金属類 2.1 5.0

 びん・ガラス類 5.3 7.5

 陶磁器 0.0 0.0

 不燃ごみからの

 資源化量

 集団回収による  紙類（可燃系） 1.1 1.1

 資源化量  古布（可燃系） 0.0 0.0

 アルミ缶（不燃系） 0.1 0.1

 びん類（不燃系） 0.0 0.0

 不燃性 4.4 7.5

全市町村平均 市町村別最大 31町平均 31町別最大

紙　類 63.6 174.0 35.3 100.0

金属類 19.5 45.6 22.8 39.7

ガラス類 9.4 30.4 10.9 30.4

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 5.1 9.6 5.1 9.6

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 5.3 31.3 6.2 31.3

布類 3.0 22.2 5.7 22.2

その他 93.7 753.1 235.7 753.1

合　計 199.6 － 321.6 －

資源化量(g/人･日：2020年度(令和2年度))

福岡県全体 31町

表5.2.2 資源化量の目標値 
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区　分 資源化量

2021(R3)実績

 項　目 (g/人･日)

 分別収集による  ペットボトル 0.024 1.8

 資源化量(t/日)  ダンボール 0.073 5.6

 缶・金属類 0.048 2.1

 びん・ガラス類 0.073 5.3

 陶磁器 0.000 0.0

 不燃ごみからの

 資源化量(t/日)

 集団回収による  紙類（可燃系） 0.011 1.1

 資源化量(t/日)  古布（可燃系） 0.000 0.0

 アルミ缶（不燃系） 0.001 0.1

 びん類（不燃系） 0.000 0.0

 資源化量  可燃性 (t/日) 0.108

 不燃性 (t/日) 0.195

 合  計 (t/日) 0.303

 リサイクル率 (％) 2.5

 ごみ排出量（減量化目標達成後） (t/日) 12.10

 人口（予測値） （人） 9,683

2027
(R9)

資源化量

目標値

(g/人･日)

2.5

7.5

5.0

 不燃性 0.073 4.4

0.1

0.0

7.5

0.0

7.5

1.1

0.0

表5.2.3 資源化目標と再生利用率 
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年 度 

2027 2032 2037 2027 2032 2037

 区 分 (R9) (R14) (R19) (R9) (R14) (R19)

(人) 9,687 9,864 9,960 9,687 9,864 9,960

(人) 9,683 9,862 9,959 9,683 9,862 9,959

(人) 4 2 1 4 2 1

(t/年) 1,632 1,663 1,679 1,590 1,621 1,636

(t/日) 4.5 4.6 4.6 4.4 4.4 4.5

(g/人･日) 461.9 461.9 461.9 450.1 450.1 450.1

（t/年） 86 87 88 66 67 68

（t/日） 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

（g/人･日） 24.2 24.2 24.2 18.6 18.6 18.6

（t/年） 30 31 31 39 39 40

（t/日） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

（g/人･日） 8.5 8.5 8.5 10.9 10.9 10.9

（t/年） 27 27 27 44 45 45

（t/日） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

（g/人･日） 7.5 7.5 7.5 12.5 12.5 12.5

（t/年） 2,800 2,800 2,800 2,548 2,548 2,548

（t/日） 7.67 7.67 7.67 6.98 6.98 6.98

（t/年） 139 139 139 128 128 128

（t/日） 0.38 0.38 0.38 0.35 0.35 0.35

（t/年） 4,714 4,747 4,764 4,415 4,448 4,465

（t/日） 12.92 13.01 13.05 12.1 12.2 12.2

（g/人･日） 1,333.8 1,318.7 1,310.6 1,249.2 1,235.7 1,228.3

減量化・資源化達成後

合    計

資源ごみ
（集団回収
含む）

可燃性

不燃性

予測値

人
口

計画収集人口

自家処理人口

行政区域内人口

ご
　
　
み
　
　
排
　
　
出
　
　
量

可燃ごみ

不燃ごみ

直接搬入

収集可燃ごみ

収集不燃・粗大ごみ

表5.2.4 減量化及び資源化目標達成後のごみ量 
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項目＼区分 2027(R9)

 焼却残渣（焼却施設） (t/日) 1.45

 不燃ごみ（直接埋立） (t/日) 0.28

 粗大ごみ処理残渣 (t/日) 0.08

 最終処分量 1.81

 最終処分率 (％) 15.0

 ごみ排出量  可燃性 (t/日) 11.48

 （減量化目標  不燃性 (t/日) 0.65

　 達成後）  合　計 (t/日) 12.13

 焼却残渣率 （％） 12.6

３．最終処分量の削減に向けて 

最終処分では、可燃ごみの焼却残渣、不燃ごみ及び粗大ごみ処理残渣については、福

岡市に処分を委託しているが、処分量（委託量）を極力減らしていくことが重要である。 

具体的な数値目標としての最終処分量及び最終処分率は、表 5.2.5に示すとおりであ

る。 

 

 

表5.2.5 最終処分率の予測 
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第６章 ごみ処理基本計画 

第１節 ごみ処理の基本方針 

久山町では、第４次総合計画において、『「国土・社会・人間」の３つの健康づくりによ

る「健康」を真に実感できるまちづくり』の基本理念を継承し、将来像「だれもが生き生

きと暮らせる『田園都市』の実現」を掲げている。その中の基本施策「暮らし」のなかで

「住み良い生活環境を未来につなぐ」をテーマとして、ごみの減量とリサイクル活動を推

進していくこととしている。 

本計画では、ごみ処理の課題及び総合計画の基本理念を受け、ごみ処理の基本目標を以

下のように定めることとする。 

 

基本目標 

 

「住み良い生活環境のための持続可能な循環型まちづくり」 

 

また、基本目標を達成するための基本方針を、以下のように定め、３R（リデュース（発

生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））を推進していくこととする。 

 

○基本方針１：ごみ減量化の推進としくみづくり 

・町民・事業者・行政が一体となったごみ減量化に取り組んでいく。また、そのための

しくみづくりを進めていくこととする。 

 

○基本方針２：分別収集の徹底と資源化の推進 

・資源の有効利用の観点から、分別収集の強化に努め、リサイクルのまちづくりを推進

していく。 

 

○基本方針３：情報の発信と意識啓発活動の推進 

・ごみ問題やリサイクルに関する情報を発信し、ごみの排出抑制やリサイクルに対する

啓発を推進していく。 
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第２節 ごみ処理システムの設定 

ごみ処理については、収集・運搬までの体制については久山町が主体となって行ってい

くが、中間処理及び最終処分については、現行どおり、福岡市へ委託処理することを基本

とする。 

 

表6.2.1 ごみ処理主体区分 

区  分 主  体 運営体制 

可燃ごみ 収集・運搬 久山町 民間委託 

中間処理 福岡市 委託（福岡市） 

最終処分 福岡市 委託（福岡市） 

不燃・粗大 

ごみ 

収集・運搬 久山町 民間委託 

中間処理 福岡市 委託（福岡市） 

最終処分 福岡市 委託（福岡市） 

資源ごみ 収集・運搬 久山町 民間委託 

中間処理 
久山町 

（一部福岡市） 

民間委託 

（一部福岡市へ委託） 

 

第３節 ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

１．排出抑制・資源化計画 

１）排出抑制への取り組み 

ごみの排出量を抑制していくためには、町民・事業者・行政が一体となり、同じ意

識をもって、取り組んでいくことが重要となる。 

 

○ごみの排出抑制に対する意識を高めるため、環境教育の

充実を図る。 

○児童・生徒、地域住民を対象としたごみ処理施設見学会を

実施する。 

○ごみ減量化を推進するための市民団体(減量化推進委員

等)や地域リーダーの育成を図る。 

 

○町のホームページや広報誌を通じて、ごみ問題やリサイ

クルに関する情報を発信していく。 

○家庭の不用品を売却できるリサイクルショップやフリー

①教育、啓発活動の 

充実 

②情報の発信 
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マーケットを紹介する。 

○行政や民間団体が主催する、ごみ問題や環境をテーマに

した各種イベントを紹介する。 

 

○食品ロスを削減するとともに、さらに家庭から排出され

るごみのうち、重量比で大きな割合を占めることとなっ

ている生ごみ類について、三角コーナーなどによる水切

り運動を展開していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資源ごみの回収業者情報を提供する。 

○事業所におけるごみの排出抑制・リサイクルに関する取

り組み事例を紹介する。 

○事業者の ISO 14000 の積極的な取得に向けて、すでに認

証を取得した事業者の事例を紹介するとともに、情報を

提供する。 

○多量にごみ(事業系一般廃棄物)を排出する事業者に対し

ては、ごみ減量に関する計画作成を要請するなど、事業系

ごみの排出抑制対策を講じる。 

 

○牛乳パックやトレイの店頭回収、簡易包装の推進、リター

ナブルびん・詰め替え製品の積極的な販売を要請する。 

○消費者による過剰包装の自粛、買い物袋持参に対して、積

極的な協力を要請する。 

○食品ロスの削減に対して、積極的な協力を要請する。 

③生ごみ類の減量 

④事業者に向けて 

⑤販売店に向けて 

 

 

水切り 

の実施 

● 三角コーナー、水切りネットを使用する。 

● 野菜などを水洗いする場合、使えない部分は

始めに取り分けてから水洗いする。 

● 乾いた調理くずを入れるための専用の容器

を用意する。 

 

堆肥化 

● 生ごみ堆肥化(コンポスト)容器の活用。 

● 電気式生ごみ処理機の活用。 

● ダンボール箱を堆肥化容器として利用。 

● 庭の土に埋める。 

家庭でできる生ごみの減量化対策事例 
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２）リサイクルの推進に向けた取り組み 

資源ごみの再生利用率は、全国及び福岡県の平均値に比べて低い水準にあり、十分

なリサイクルの余地が残っているといえる。ここでは、以下の取り組みを主体にリサ

イクルのさらなる推進に努めていくこととする。 

 

○現在行っているリサイクル推進のための事業、分別収集、

拠点回収等について、今後も継続していくとともに、町民

のみなさんが、資源物を分別しやすく、出しやすいシステ

ムを検討していく。 

 

○廃棄されたごみのなかには、リサイクルの対象として分

別排出すべき品目がまだ含まれている。排出者に対して

は分別排出の徹底を呼びかけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①リサイクル事業の 

継続・充実 

②分別排出の徹底 
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２．収集・運搬計画 

本町では、現在、不燃ごみ・粗大ごみについては戸別方式（不燃ごみについては、ス

テーション方式も併用している。）、可燃ごみ・資源ごみについてはステーション方式で

収集を行っている。今後も、現行の収集・運搬体制を維持していくとともに、ごみ出し

が困難な世帯等に配慮した収集体制を検討していく。 

 

１）分別区分と収集方法 

分別区分と収集方法は、現行の体制を基本とするが、容器包装リサイクル法に定め

られた分別区分の見直しを検討していく。 

 

表6.3.1 分別区分と収集方法 
 

分 別 区 分 収 集 方 法 

可燃ごみ（燃えるごみ） 
２回／週 

ステーション方式（指定袋制） 

不燃ごみ（燃えないごみ） 

１回／月 

ステーション方式（指定袋制） 

電話予約制 

戸別方式（指定袋制） 

粗大ごみ 
電話予約制 

戸別方式（シール券制） 

資
源
ご
み
（
分
別
収
集
） 

ペットボトル 
１回／月 

ステーション方式（回収ネット） 

びん(無色) １回／月 

ステーション方式（専用コンテナ） びん(茶色) 

ダンボール 
毎日 

専用回収庫 
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年　度 実績値

2021 2027 2032

 区　分 (R3) (R9) (R14)

ｔ/年 1,557 1,590 1,621

ｔ/年 50 78 79

 可燃性 ｔ/年 25 34 34

 不燃性 ｔ/年 25 44 45

 不燃ごみ ｔ/年 64 52 53

 粗大ごみ ｔ/年 17 14 14

ｔ/年 1,688 1,734 1,767

ｔ/年 2,792 2,548 2,548

ｔ/年 118 128 128

ｔ/年 2,910 2,676 2,676

 ごみ排出量 合計 ｔ/年 4,598 4,410 4,443

 （集団回収を除く） ｔ/日 12.6 12.1 12.2

ｔ/年 4 5 5

 可燃性 ｔ/年 4 5 5

 不燃性 ｔ/年 0 0 0

 ごみ排出量 合計 ｔ/年 4,602 4,415 4,448

 （集団回収を含む） ｔ/日 12.6 12.1 12.2

目標値

収
　
　
集

 可燃ごみ

 資源ごみ

計

直
接
搬
入

 可燃ごみ

 不燃ごみ

計

 集団回収

２）収集・運搬量 

ごみ減量化目標達成後における収集・運搬量の見込みは、次のとおりである。 

 

表6.3.2 収集・運搬量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ごみ出しが困難な世帯等に対する支援 

全国的に高齢化社会が進んでいるが、本町においても例外ではない。それに核家族

化の進展と相まって、ひとり暮らしの高齢者世帯も多くなっており、介護や援護を要

するごみ出しが困難な世帯等を地域全体で支えていく仕組みを構築することが必要に

なっている。 

 

○ひとり暮らしの高齢者世帯等のごみ出しが困難な場合

は、介護や福祉の関係機関とも連携を図りながら、ごみ

出し支援策を検討していく。 

ごみ出しが困難な世

帯等に対する支援 
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年　度 実績値

2021 2027 2032

 区　分 (R3) (R9) (R14)

 東部資源化  収集･資源ごみ ｔ/年 50 78 79

 センター  収集･不燃ごみ ｔ/年 64 52 53

 収集・粗大ごみ ｔ/年 17 14 14

 直搬・不燃・粗大ごみ ｔ/年 118 128 128

計 ｔ/年 249 272 274

ｔ/日 0.7 0.7 0.8

 東部工場  収集可燃ごみ ｔ/年 1,557 1,590 1,621

（焼却）  直接搬入可燃ごみ ｔ/年 2,792 2,548 2,548

 粗大ごみ中の可燃ごみ ｔ/年 54 53 53

計 ｔ/年 4,403 4,191 4,222

ｔ/日 12.1 11.5 11.6

目標値

３．中間処理計画 

中間処理については、現行どおり、福岡市への委託処理を基本とするが、委託量が減

少するようなリサイクルの体制を構築していく。 

 

ごみ減量化目標達成後における中間処理対象ごみ量の見込みは、次のとおりである。 

 

 

表6.3.3 中間処理対象ごみ量の見込み 
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年　度 実績値

2021 2027 2032

 区　分 (R3) (R9) (R14)

 東部（伏谷）埋立場 ｔ／年 685 655 659

 焼却残渣（焼却施設） ｔ／年 555 528 532

 不燃ごみ（直接埋立） ｔ／年 100 98 98

 粗大ごみ処理残渣 ｔ／年 30 29 29

ｔ／年 685 655 659

ｔ／日 1.9 1.8 1.8

目標値

最 終 処 分 量

４．最終処分計画 

最終処分については、現行どおり、福岡市への委託処分を基本とするが、最終処分量

（委託量）の削減に向けた体制を構築していく。 

 

１）最終処分量の見込み 

ごみ減量化目標達成後における最終処理対象ごみ量の見込みは、次のとおりである。 

 

表6-3-6 最終処分対象ごみ量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）最終処分場について 

現在、福岡市が所有している東部（伏谷）埋立場は、埋立期間の延長が続いており、

2018年度（平成 30年度）からさらに 15年間延長されたため、今後も当分の間処分の

委託も継続していく。 
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第４節 その他ごみの処理に関し必要な事項 

１．不法投棄の防止 

ごみの不法投棄を防止するための啓発に努めるとともに、巡回パトロールの実施など

監視体制の強化を図っていく。 

 

○町民や事業者等のごみ排出者に対しては、広報や不法

投棄禁止の立て看板の設置等を通じて不法投棄防止の

啓発に努める。 

 

○不法投棄が多いところを中心に、警察と連携した巡回

パトロールを強化する。 

○地域の住民や郵便局・電力会社・タクシー会社などとも

連携し、不法投棄の監視と情報の共有化を図る。 

 

２．広報・啓発活動のあり方 

基本計画を円滑に進めるための広報・啓発活動のあり方については、表 6.4.1に示す

とおりである。 

 

表6.4.1 広報啓発活動のあり方  

内   容 方   法 

・ 町のごみ処理の現状と問題点(ごみ量、処

理費用など) 

・ 廃棄物と環境問題 

・ ごみ排出抑制の方法と効果(実践事例な

ど) 

・ 町民協力の内容とその理由(分別、排出マ

ナーなど) 

・ グリーン購入や地球にやさしい商品の紹

介など 

・ 食品ロス削減の方法と効果 

・ リーフレット、チラシなどの作成 

・ 副読本の作成 

・ マスコミ(新聞、テレビ、ラジオなど)への

情報提供 

・ 講習会、講演会 

・ 不用品交換会、フリーマーケット、処理施

設見学会、修理・リフォーム教室、廃品に

よる工作教室など。 

・ ごみ減量等推進員による現場指導 

・ 事業所に対する個別指導など 

 

３．情報管理 

発生・排出から処理・処分に至るまでのデータを体系的に整理し、今後の広報啓発活

動及び実施計画策定などに生かしていけるよう情報の収集、整理、管理、活用、公開の

システムを確立していく。 

排出者への啓発 

監視体制の強化 
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第５節 計画の進行管理 

１．計画の見直し 

本計画は、中間目標年度を 2027年度（令和 9年度）、最終目標年度を 2022年度（令和

14年度）として策定しているが、近年、廃棄物をめぐる情勢は急速に変化しており、今

後さらなる循環型社会の構築に向けて法体系の変更が予想されることから、必要に応じ

て計画を見直すこととする。 

 

 

２．計画の進行管理 

ごみ減量化等の目標値を達成していくためには、取り組み状況や目標値の達成状況な

どを定期的にチェック・評価し、施策の改善を行うことが重要である。 

この考えに基づき、本計画は、Plan(計画)、Do(施策の実行)、Check(評価)、Action(改

善･代替案)のＰＤＣＡサイクルにより、継続的改善を図っていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善・代替案 

Action 

○実施した施策の効果 

と問題把握 

○自己診断 

○課題の抽出 

計画の策定 

Plan 

施策の実施 

Do 

評価 

Check 

○ 集計･整理 

○ 評価 
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第７章 生活排水処理の現状と課題 

第１節 生活排水処理の経緯 

 

本町における生活排水処理に係る施設整備等の状況等は、以下に示すとおりである。 

 

表7.1.1 生活排水処理の経緯 

年 月 事  業  内  容 

1965年(昭和 40年)11月 

1966年(昭和 41年)8月 

1966年(昭和 41年)10月 

1966年(昭和 41年)11月 

 

 

1972年(昭和 47年)4月 

1973年(昭和 48年)4月 

1975年(昭和 50年)4月 

1976年(昭和 51年)10月 

 

1992年(平成 4年)10月 

1994年(平成 6年)8月 

1994年(平成 6年)10月 

2001年(平成 13年)3月 

2006年(平成 18年)4月 

2007年(平成 19年)4月 

 

2016年(平成 28年)3月 

2021年(令和 3年)3月 

「久山町汚物処理規制」施行 

福岡市と久山町との間に「し尿処理事務の委託契約」の締結 

「久山町清掃条例」を施行 

し尿処理委託業務を開始する。 

処理は、福岡市の「那の津し尿中継所基地」に投入 

最終処分は、福岡市による海洋投入 

「久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」施行 

し尿汲み取り手数料糟屋郡内統一になる。 

福岡市東部し尿中継基地完成（久山町久原） 

し尿の処理を、「那の津し尿中継所基地」から「福岡市東部し尿中継基地」に変更 

最終処分は、中継所より福岡市東部下水処理場へ圧送され処理水は多々良川へ放流 

「久山町多々良川流域関連公共下水道」工事着工 

「久山町多々良川流域関連公共下水道」事業計画変更 

「久山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の全面改正及び施行 

福岡市と「し尿終末処理事務委託」に関する規約の改正（平成 18年 3月 31日まで） 

福岡市と「し尿終末処理事務委託」に関する規約の改正（平成 23年 3月 31日まで） 

「久山し尿中継所」閉鎖 

し尿の処理を、「中部し尿中継所」へ変更 

福岡市と「し尿終末処理事務委託」に関する規約の改正（平成 33年 3月 31日まで） 

福岡市と「し尿終末処理事務委託」に関する規約の改正（令和 8年 3月 31日まで） 
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第２節 生活排水処理の現状 

１．生活排水の処理体系 

生活排水は、大きく分けて「し尿」と「生活雑排水（日常生活を行う過程で発生する

風呂、洗濯、台所等からの排水）」がある。 

本町において、この生活排水の処理としては、水洗化し尿と生活雑排水を処理する「公

共下水道」、「合併処理浄化槽」、水洗化し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」、くみ取

りし尿（未水洗化し尿）を処理する「し尿処理施設」がある。 

また、し尿処理施設では、くみ取りし尿以外に浄化槽（単独処理浄化槽を含む）の清

掃汚泥（以下「浄化槽汚泥」）が処理されている。 

本町の 2021年度（令和 3年度）おける生活排水の処理体系は、図 7.2.1に示すとおり

である。 
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生
活
雑 処理水 河

生 排
水 川

等
活 処理水

水 公
洗 汚泥

共
排

処理水 用
し
尿 汚泥 水

水
く 域
み 処理水
取
り

単独処理浄化槽

（未処理）

自家処理

し尿処理施設

公共下水道 終末処理場

（収集）

合併処理浄化槽

8,518 人 (92.1%)

8,653 人 (93.5%) 0 人 (0.0%)

9,244 人 (100%) 135 人 (1.5%) 930 kL/年

27 人 (0.3%)

591 人 (6.5%)

548 人 (5.9%) 1,209 kL/年

16 人 (0.2%)

し尿収集量し尿収集人口

自家処理人口

汚水衛生処理人口

汚水衛生未処理人口

集落排水施設

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

総　人　口 浄化槽汚泥収集量

公共下水道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.2.1 生活排水の処理体系（2021年度（令和3年度）現在） 
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（単位：人）

年　度 

 区　分

　総　人　口 8,821 8,963 9,065 9,210 9,244

　汚水衛生処理人口 7,975 8,198 8,392 8,578 8,653

割合 (％) 90.4 91.4 92.6 93.2 93.6

　ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　合併処理浄化槽人口 177 164 162 144 135

割合 (％) 2.0 1.8 1.8 1.6 1.5

　公共下水道人口 7,798 8,034 8,230 8,434 8,518

割合 (％) 88.4 89.6 90.8 91.6 92.1

　集落排水処理施設人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　汚水衛生未処理人口 846 765 673 632 591

割合 (％) 9.6 8.6 7.4 6.8 6.4

　単独処理浄化槽人口 47 37 32 20 27

割合 (％) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3

　非水洗化人口 799 728 641 612 564

割合 (％) 9.1 8.2 7.1 6.6 6.1

　し尿収集人口 773 705 621 594 548

割合 (％) 8.8 7.9 6.9 6.4 5.9

　自家処理人口 26 23 20 18 16

割合 (％) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

2021
(令和3)

２．生活排水の処理形態別人口 

本町の生活排水の処理形態別人口は、表 7.2.1及び図 7.2.2、図 7.2.3に示すとおり

である。 

し尿と生活雑排水を合わせて処理する汚水衛生処理人口は、公共下水道の普及ととも

に増加している。それに伴い、総人口に対する汚水衛生処理人口の割合（汚水衛生処理

率）は年々上昇してきており、2020年度（令和 2年度）は 93.2％であるが、福岡県の平

均値 90.5％及び全国値の 88.3％と比べると、やや高い状況である。 

 

表7.2.1 生活排水の処理形態別人口の推移 
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90.4 91.4 92.6 93.2 93.6

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021

（年度）

汚水衛生未処理率

汚水衛生処理率

177 164 162 144 135 

7,798 8,034 8,230 8,434 8,518 

47 37 32 20 27 773 705 621 594 548 26 23 20 18 16 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2017 2018 2019 2020 2021

(人）

（年 度）

合併処理浄化槽人口 公共下水道人口
単独処理浄化槽人口 し尿収集人口
自家処理人口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.2.2 汚水衛生処理率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.2.3 生活排水の処理形態別人口の推移 
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３．処理施設の状況 

本町において、し尿及び生活雑排水の処理施設として稼動している施設の概要を整理

すると、次に示すとおりである。 

 

公共下水道については、福岡県が実施している「多々良川流域下水道事業」の中に含

まれており、本町では、1996年度（平成 8年度）から随時供用開始しており、面整備を

さらに推進している。 

 

 

表7.2.2 公共下水道事業の概要 
 

施設名称 多々良川流域下水道 

事業主体 福岡県 

計画区域面積 4,667 ha 粕屋町 890 ha  
  志免町 869 ha  
  宇美町 1,023 ha  

  須惠町 699 ha  
  篠栗町 537 ha  
  久山町 651 ha  

計画人口 198,540 人 粕屋町 54.4 千人  
  志免町 48.7 千人  
  宇美町 33.7 千人  

  須惠町 25.7 千人  
  篠栗町 28.4 千人  
  久山町 7.7 千人  

排除方式 分流式 

処理方法 嫌気無酸素好気法＋凝集剤添加＋急速ろ過 

日平均計画汚水量 67,500 ｍ３/日 

幹線管渠総延長 31.66 km 

終末処理場 多々良浄化センター 15.4 ha 

所在地 糟屋郡粕屋町大字江辻 705番地 

計画年度 昭和 60年度～令和 12年度 

供用開始年度 平成 6年 7月（久山町は平成 8年度） 
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3.5 3.2 3.1 3.1 3.4

2.6
2.6 2.5 2.4

2.5

0

2

4

6

8

2017 2018 2019 2020 2021

し尿 浄化槽汚泥

(年度)

（kL/日）

年　度 

 区　分

 収集・処理量 (kL/年) 2,243 2,126 2,053 2,000 2,139

 １日平均 (kL/日) 6.1 5.8 5.6 5.5 5.9

 指 数 100 95 92 89 95

 収集・処理量 (kL/年) 1,301 1,165 1,148 1,124 1,209

 １日平均 (kL/日) 3.5 3.2 3.1 3.1 3.4

 割 合 (％) 58.0 54.8 55.9 56.2 56.5

 指 数 100 90 88 86 93

 収集・処理量 (kL/年) 942 961 905 876 930

 １日平均 (kL/日) 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5

 割 合 (％) 42.0 45.2 44.1 43.8 43.5

 指 数 100 102 96 93 99

指数：平成29年度を100とした場合の値

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

浄
化
槽
汚
泥

総
量

し
尿

４．し尿・浄化槽汚泥処理の現状 

１）し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

収集されたし尿及び浄化槽汚泥の総量は、減少傾向であったが、令和 3年度にはや

や増加している。収集量全体に占める浄化槽汚泥の割合は、横這い傾向にある。 

 

表7.2.3 し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.2.4 し尿・浄化槽汚泥の収集・処理実績 



 108 

２）し尿処理施設の概要 

本町のし尿及び浄化槽汚泥の処理・処分については、福岡市に委託しているため、

し尿処理施設は有していない。 

し尿及び浄化槽汚泥については、2015年（平成 27年）9月までは、収集後、福岡市

のし尿中継地である中部中継所に搬入し、前処理後、東部水処理センターまでポンプ

で圧送していたが、2015年（平成 27年）10月からは、し尿の中継施設から処理施設

にリニューアルし、中部汚泥再生処理センターとして稼動開始した。処理方法は、収

集したし尿・浄化槽汚泥を脱水処理し、含水率 70％以下の脱水汚泥として清掃工場の

ごみ発電燃料として利用するとともに、ろ液は浄化して公共下水道に放流している。 

中部汚泥再生処理センターの概要は、表 7.2.4に示すとおりである。 

 

表7.2.4 中部汚泥再生処理センターの概要 
 

施設名称 中部汚泥再生処理センター 

施設所管 福岡市 

所在地 福岡市中央区那の津 2丁目 11番 3号 

敷地面積 9,312ｍ２ 

貯留能力 200 kL 

処理能力  65 kL/日 

放流先 公共下水道 

脱水汚泥搬出先 臨海工場 

稼働年月 試運転開始：2015年(平成 27年)10月 

 本格稼働及び施設名称の変更：：2015年(平成 27年)11月 
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第３節 生活排水処理体制 

１．処理・処分体制 

本町の生活排水の処理体制は、表 7.3.1に示すとおりである。 

 

 

表7.3.1 生活排水の処理体制 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿・生活雑排水 福岡県 

合併処理浄化槽 し尿・生活雑排水 個人等 

単独処理浄化槽 し 尿 個人等 

し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 福岡市（委託） 
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13,300 13,609 13,984 14,011
14,709

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2017 2018 2019 2020 2021

（円/kL）

（年 度）

29,923 31,934
35,226 36,968

44,314

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2017 2018 2019 2020 2021

（円/人）

（年 度）

（単位：千円）

年　度 

 区　分

　収集・運搬経費 4,265 4,054 4,079 4,013 4,299

　処理・処分経費 25,568 24,878 24,630 24,009 27,164

29,833 28,932 28,709 28,022 31,463

　し尿等処理量　　　（kL） 2,243 2,126 2,053 2,000 2,139

　kL当たり処理費　　（円） 13,300 13,609 13,984 14,011 14,709

　し尿・浄化槽　　　（人） 997 906 815 758 710

　収集人口

　１人当たり処理費　（円） 29,923 31,934 35,226 36,968 44,314

2021
(令和3)

　合　　　計

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

２．生活排水処理に係る経費 

本町において生活排水処理の中で、し尿・汚泥処理にかかった費用は、表 7.3.2及び

図 7.3.1、図 7.3.2に示すとおりである。 

 

表7.3.2 し尿・浄化槽汚泥処理経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.3.1 1kL当たりし尿・汚泥処理経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.3.2 し尿・浄化槽収集人口1人当たりし尿・汚泥処理経費の推移 
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第４節 生活排水処理の課題 

生活排水処理の現状等から抽出される課題について整理すると、以下に示すとおりであ

る。 

 

●生活排水排出に関して 

 

 

 

 

 

 

●収集・運搬に関して 

 

 

 

 

●中間処理に関して 

 

 

 

 

●最終処分に関して 

 

 

 

 

 

○ 公共下水道計画地域においては、未接続世帯の公共下水道接続の推進 

○ その他地域においては、単独処理浄化槽設置及びし尿汲み取り世帯の合併処

理浄化槽設置の推進 

○ 住民への公平なサービス継続の検討 

○ 現状の処理体制の維持及び福岡市の生活排水処理計画との整合性 

○ 現状の処理体制の維持及び福岡市の生活排水処理計画との整合性 
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第８章 人口とし尿・汚泥排出量の将来予測 

第１節 生活排水の処理形態別人口の将来予測 

１）予測に当たっての基本的な考え方 

生活排水の処理形態別人口の予測については、各生活排水処理施設整備事業計画に基

づく目標人口や過去の人口動態に基づく傾向線を基本とし、予測年度は本計画策定年の

15年後（2037年度（令和 19年度））までとする。 

 

（１）行政区域内人口（計画処理区域内人口） 

本計画における行政区域内人口の将来推計については、ごみ処理基本計画との整合

性を図るため、ごみ処理基本計画と同じものを使用することとする。（第 4章、第 1節

参照） 

 

（２）汚水衛生処理人口（公共下水道人口、コミュニティ・プラント人口、集落排水施設

人口、合併処理浄化槽人口） 

具体的な事業計画のある公共下水道、コミュニティ・プラント人口、集落排水施設、

合併処理浄化槽（補助対象）に関する人口は、計画に基づく数値（目標人口、浄化槽

の設置基数等）を基本とし、これに過去の人口動態による傾向線及び社会情勢なども

勘案して予測する。 

 

（３）汚水衛生未処理人口 

①単独処理浄化槽人口 

単独処理浄化槽に関しては、浄化槽法が一部改正（平成 13 年 4 月 1 日施行）さ

れ、新設が原則的に禁止されたほか、既設の単独処理浄化槽についても公共下水道

処理区域に設置されているもの以外は、合併処理浄化槽への設置替えまたは構造変

更に努めなければならないとされている。したがって、人口予測に当たっては、こ

れらを勘案する。 

②非水洗化人口（し尿収集人口、自家処理人口） 

過去の実績に基づく傾向線を基本とするが、行政区域内人口（計画処理区域内人

口）の予測結果や公共下水道、コミュニティ・プラント、集落排水施設、合併処理

浄化槽などの生活排水処理施設整備事業の進捗を勘案する。 

 

予測に用いる傾向線は、次の６種類とし、採用に当たっては、近年の実績や各事業計

画の目標人口などを考慮して最も適当な傾向線を選択するものとする。 
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傾向線による予測に用いるデータは、収集データの完成度、各データの近年の傾向を

考慮して、原則として、2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度）の５年間

のデータとする。 

 

＜予測に用いる傾向線＞ 

① 一次直線      ：Ｙ＝ａ＋ｂ・ｔ 

② ルート曲線     ：Ｙ＝ａ＋ｂ・√ｔ 

③ 自然対数曲線    ：Ｙ＝ａ＋ｂ・logｔ 

④ 一次指数曲線    ：Ｙ＝ａ・ｂｔ 

⑤ べき曲線      ：Ｙ＝Ｙ０＋ａ・ｔｂ 

⑥ ロジスティック曲線 ：Ｙ＝Ｋ／（１＋ｅｂ－ａ・ｔ） 

   ここに、 

      Ｙ：理論値（ここでは、行政区域内人口予測値） 

      ａ、ｂ、ｃ：実績値より定める定数 

      ｔ：時間係数 

        （年度の変化を示す。平成元年度をｔ＝１と設定） 

      Ｋ：上限値 

 

 

生活排水の処理形態別人口の実績値及び生活排水の処理形態別人口の前回推計値は、

表 8.1.1及び表 8-1-2に示すとおりである。 

前回の推計値では、合併処理浄化槽人口、単独処理浄化槽人口、し尿収集人口及び自

家処理人口は、減少量が最も大きい推計式を採用しており、実績値については、推計値

程は減少していない傾向となっている。 
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（単位：人）

年　度 

 区　分

　総　人　口 8,821 8,963 9,065 9,210 9,244

　汚水衛生処理人口 7,975 8,198 8,392 8,578 8,653

割合 (％) 90.4 91.4 92.6 93.2 93.6

　ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　合併処理浄化槽人口 177 164 162 144 135

割合 (％) 2.0 1.8 1.8 1.6 1.5

　公共下水道人口 7,798 8,034 8,230 8,434 8,518

割合 (％) 88.4 89.6 90.8 91.6 92.1

　集落排水処理施設人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　汚水衛生未処理人口 846 765 673 632 591

割合 (％) 9.6 8.6 7.4 6.8 6.4

　単独処理浄化槽人口 47 37 32 20 27

割合 (％) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3

　非水洗化人口 799 728 641 612 564

割合 (％) 9.1 8.2 7.1 6.6 6.1

　し尿収集人口 773 705 621 594 548

割合 (％) 8.8 7.9 6.9 6.4 5.9

　自家処理人口 26 23 20 18 16

割合 (％) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

2021
(令和3)

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

表8.1.1 生活排水の処理形態別人口の実績値（年度末人口） 
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（単位：人）

年　度 

 区　分

　総　人　口 8,771 8,798 8,825 8,851 8,876

　汚水衛生処理人口 7,999 8,104 8,201 8,290 8,371

割合 (％) 91.2 92.1 93.0 93.7 94.4

　ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　合併処理浄化槽人口 100 87 76 67 58

割合 (％) 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7

　公共下水道人口 7,899 8,017 8,125 8,223 8,313

割合 (％) 90.1 91.1 92.1 92.9 93.7

　集落排水処理施設人口 0 0 0 0 0

割合 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　汚水衛生未処理人口 772 694 624 561 505

割合 (％) 8.8 7.9 7.0 6.3 5.6

　単独処理浄化槽人口 40 32 25 20 16

割合 (％) 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1

　非水洗化人口 732 662 599 541 489

割合 (％) 8.3 7.6 6.7 6.1 5.5

　し尿収集人口 706 638 577 521 471

割合 (％) 8.0 7.3 6.5 5.9 5.3

　自家処理人口 26 24 22 20 18

割合 (％) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

2021
(令和3)

表8.1.2 生活排水の処理形態別人口の前回推計値（年度末人口） 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

9,366 9,446 9,517 9,581 9,637 9,687 9,732 9,771

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

9,806 9,837 9,864 9,888 9,910 9,928 9,945 9,960
行政区域内人口

(人)

行政区域内人口
(人)

年　　度

年　　度

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

8,703 8,832 8,946 9,051 9,143 9,225 9,299 9,365

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

9,425 9,479 9,527 9,569 9,609 9,644 9,675 9,704

年　　度

年　　度

公共下水道人口
(人)

公共下水道人口
(人)

２）予測結果 

 

① 行政区域内人口（計画処理区域内人口） 

 ごみ処理基本計画との整合性を図るため、ごみ処理基本計画における予測

結果と同じとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② コミュニティ・プラント人口 

 現在、コミュニティ・プラントの整備はなく、将来的にも計画はないため、

将来におけるコミュニティ・プラント人口は「0人」とする。 

 

③ 集落排水処理施設人口 

 現在、集落排水処理施設の整備はなく、将来的にも計画はないため、将来

における集落排水処理施設人口は「0人」とする。 

 

 

④ 公共下水道人口 

 将来的にもコンスタントな整備がなされ、将来的にも増加することが考え

られるが、増加の程度が明確ではないため、行政区域内人口から他の処理形

態別人口を差し引いたものを、公共下水道人口の推計値とする。 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

128 121 114 108 102 96 92 87

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

83 79 75 72 68 65 63 60

年　　度

合併処理浄化槽人口
(人)

合併処理浄化槽人口
(人)

年　　度

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

19 16 14 12 10 9 8 7

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

6 5 5 4 4 3 3 3

年　　度

年　　度

単独処理浄化槽人口
(人)

単独処理浄化槽人口
(人)

⑤ 合併処理浄化槽人口 

 下水道の整備により、将来的には、現状と同様減少することが考えられる

ため、過去 5年（2017年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の合

併処理浄化槽人口の推移を傾向線に当てはめ、有効な推計式の中で、減少量

が最も小さい「べき曲線」を採用することとする。（表 8.1.3参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 単独処理浄化槽人口 

 将来的には、現状と同様減少することが考えられるため、過去 5年（2017

年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の単独浄化槽人口の推移を

傾向線に当てはめ、有効な推計式の中で、減少量が最も小さい「べき曲線」

を採用することとする。（表 8.1.4参照） 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

502 464 431 400 373 348 325 305

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

286 268 252 238 224 212 200 189

年　　度

し尿収集人口
(人)

し尿収集人口
(人)

年　　度

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(H29) (H30) (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6)

14 13 12 10 9 9 8 7

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14)

6 6 5 5 5 4 4 4

年　　度

自家処理人口
(人)

自家処理人口
(人)

年　　度

⑦ し尿収集人口 

 将来的には、現状と同様減少することが考えられるため、過去 5年間（2017

年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））のし尿収集人口の推移を傾

向線に当てはめ、有効な推計式の中で、減少量が最も小さい「べき曲線」を

採用することとする。（表 8.1.5参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 自家処理人口 

 将来的には、現状と同様減少することが考えられるため、過去 5年間（2017

年度（平成 29年度）～2021年度（令和 3年度））の自家処理人口の推移を傾

向線に当てはめ、有効な推計式の中で、減少量が最も小さい「べき曲線」を

採用することとする。（表 8.1.6参照） 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 177 

2018 (H30) 164 

2019 (R1) 162 

2020 (R2) 144 

2021 (R3) 135 

2022 (R4) 125 126 126 127 128 123 

2023 (R5) 115 116 117 119 121 111 

2024 (R6) 104 106 108 111 114 99 

2025 (R7) 94 97 99 104 108 87 

2026 (R8) 84 87 91 97 102 76 

2027 (R9) 73 78 82 91 96 65 

2028 (R10) 63 69 74 85 92 56 

2029 (R11) 52 60 66 80 87 47 

2030 (R12) 42 51 58 74 83 40 

2031 (R13) 32 42 51 70 79 33 

2032 (R14) 21 33 43 65 75 27 

2033 (R15) 11 24 36 61 72 23 

2034 (R16) 0 16 29 57 68 19 

2035 (R17) -10 7 22 53 65 15 

2036 (R18) -20 -1 15 50 63 13 

2037 (R19) -31 -9 9 46 60 10 

相関係数

0.98043

0.97978

0.97905

0.97715

0.97507

0.98233

一次指数曲線  Ｙ＝1,249.29×0.935027＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋193,318×ｔ＾-2.07529

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝228.153／(１＋exp(－7.43699＋0.2142×ｔ))

一次直線  Ｙ＝478.8－10.4×ｔ

ルート  Ｙ＝800.29－115.676×√ｔ

自然対数  Ｙ＝1,260.11－321.505×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0

50

100

150

200

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表8.1.3 合併処理浄化槽人口の将来予測結果 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 47 

2018 (H30) 37 

2019 (R1) 32 

2020 (R2) 20 

2021 (R3) 27 

2022 (R4) 16 16 16 19 19 15 

2023 (R5) 10 10 11 16 16 10 

2024 (R6) 4 5 6 13 14 7 

2025 (R7) -2 0 1 11 12 4 

2026 (R8) -7 -5 -4 9 10 3 

2027 (R9) -13 -11 -8 8 9 2 

2028 (R10) -19 -16 -13 7 8 1 

2029 (R11) -24 -21 -17 6 7 1 

2030 (R12) -30 -26 -22 5 6 0 

2031 (R13) -36 -31 -26 4 5 0 

2032 (R14) -42 -35 -30 3 5 0 

2033 (R15) -47 -40 -34 3 4 0 

2034 (R16) -53 -45 -38 2 4 0 

2035 (R17) -59 -50 -42 2 3 0 

2036 (R18) -64 -54 -45 2 3 0 

2037 (R19) -70 -59 -49 1 3 0 

相関係数

0.88248

0.88578

0.88897

0.91237

0.91653

0.86813

一次指数曲線  Ｙ＝6,551.68×0.841659＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋3,200,885,084×ｔ＾-5.37236

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝55.8783／(１＋exp(－15.0433＋0.47249×ｔ))

一次直線  Ｙ＝209.3－5.7×ｔ

ルート  Ｙ＝387.056－63.6788×√ｔ

自然対数  Ｙ＝642.836－177.759×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0

10

20

30

40

50

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表8.1.4 単独処理浄化槽人口の将来予測結果 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 773 

2018 (H30) 705 

2019 (R1) 621 

2020 (R2) 594 

2021 (R3) 548 

2022 (R4) 480 483 486 497 502 497 

2023 (R5) 424 430 435 456 464 455 

2024 (R6) 368 377 386 419 431 418 

2025 (R7) 312 325 338 384 400 383 

2026 (R8) 256 274 292 353 373 351 

2027 (R9) 199 224 247 323 348 322 

2028 (R10) 143 174 203 297 325 295 

2029 (R11) 87 125 160 272 305 270 

2030 (R12) 31 76 118 250 286 247 

2031 (R13) -25 28 77 229 268 227 

2032 (R14) -81 -19 37 210 252 208 

2033 (R15) -137 -66 -3 193 238 190 

2034 (R16) -193 -112 -41 177 224 174 

2035 (R17) -249 -158 -78 163 212 160 

2036 (R18) -306 -203 -115 149 200 146 

2037 (R19) -362 -248 -151 137 189 134 

相関係数

0.98377

0.98516

0.98646

0.99010

0.99182

0.98995

一次指数曲線  Ｙ＝9,232.67×0.917656＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋6,050,161×ｔ＾-2.66506

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝22,339.7／(１＋exp(0.773953＋0.08852×ｔ))

一次直線  Ｙ＝2,387.30－56.1×ｔ

ルート  Ｙ＝4,128.69－625.277×√ｔ

自然対数  Ｙ＝6,626.55－1,741.46×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0

200

400

600

800

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表8.1.5 し尿収集人口の将来予測結果 
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（人）

一次直線 ルート 自然対数 一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

2017 (H29) 26 

2018 (H30) 23 

2019 (R1) 20 

2020 (R2) 18 

2021 (R3) 16 

2022 (R4) 13 13 13 14 14 14 

2023 (R5) 11 11 11 12 13 12 

2024 (R6) 8 9 9 11 12 11 

2025 (R7) 6 6 7 10 10 10 

2026 (R8) 3 4 5 9 9 9 

2027 (R9) 1 2 3 8 9 8 

2028 (R10) -2 -1 1 7 8 7 

2029 (R11) -4 -3 -1 6 7 6 

2030 (R12) -7 -5 -3 5 6 5 

2031 (R13) -9 -7 -5 5 6 5 

2032 (R14) -12 -9 -7 4 5 4 

2033 (R15) -14 -11 -8 4 5 4 

2034 (R16) -17 -13 -10 3 5 3 

2035 (R17) -19 -15 -12 3 4 3 

2036 (R18) -22 -17 -13 3 4 2 

2037 (R19) -24 -19 -15 2 4 2 

相関係数

0.99445

0.99536

0.99619

0.99911

0.99947

0.99902

一次指数曲線  Ｙ＝880.495×0.88549＾ｔ

べき曲線  Ｙ＝0＋8,371,019×ｔ＾-3.7664

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線  Ｙ＝520／(１＋exp(－0.72239＋0.12662×ｔ))

一次直線  Ｙ＝98.1－2.5×ｔ

ルート  Ｙ＝175.627－27.8509×√ｔ

自然対数  Ｙ＝286.757－77.5302×log(ｔ)

実績値
予　　　　測　　　　値

予測式名 予　　　　　測　　　　　式

年　度

0

10

20

30

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

（
人

）

年 度

実績値 一次直線 ルート 自然対数

一次指数曲線 べき曲線 ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

表8.1.6 自家処理人口の将来予測結果 
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6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

人 口(人）

(年度)

合併処理浄化槽人口 公共下水道人口 単独処理浄化槽人口 し尿収集人口 自家処理人口

実績 予測

３）予測結果のまとめ 

前項の予測方法による生活排水処理形態別人口の予測結果をまとめると、表 8.1.7及

び図 8.1.1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.1.1 生活排水の処理形態別人の予測結果 
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公共下水道人口

ｺﾐﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ人口

浄化槽人口

集落排水人口

し尿収集人口

自家処理人口

過去のし尿・汚泥

処理人口

排出量の予測 人口の予測

過 去 の

人 口 動 態

過去の収集量

実績

排出量の予測

平均排出量

水洗化

動向

人口の予測

排出量

１人１日平均

計画１人１日

行政区域内

人口

し尿・汚泥

３６５日平均

収集量

し尿・汚泥処理

人口の予測結果

計画処理区域内

人口の予測

処理形態別

第２節 し尿・汚泥排出量の将来予測 

１）予測に当たっての基本的な考え方 

し尿・汚泥排出量の予測に当たっては、将来のし尿収集人口及び浄化槽人口に過去の

し尿・浄化槽汚泥収集実績に基づく１人１日平均排出量（以下、「排出原単位」という）

を乗じて求める方法が一般的であり、ここでもこの方法で予測を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.2.1 し尿・汚泥排出量の予測手順 
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年　度 

 項　目

 計画収集人口 （人） 773 705 621 594 548

 単独処理浄化槽人口 （人） 47 37 32 20 27

 合併処理浄化槽人口 （人） 177 164 162 144 135

 し尿量 （kL/年） 1,301 1,165 1,148 1,124 1,209

 単独処理浄化槽人口 （kL/年） ３年間の

 合併処理浄化槽人口 （kL/年） 平均値

 し尿 （L/人･日） 4.61 4.53 5.05 5.18 6.04 5.42

 単独処理浄化槽人口 （L/人･日）

 合併処理浄化槽人口 （L/人･日）

2017
(平成29)

2018
(平成30)

2019
(令和元)

2020
(令和2)

2021
(令和3)

人
口

収
集
量

原
単
位 15.73 14.37

942 961 905 876 930

11.52 13.10 12.75 14.63

 

し尿収集人口(人) × し尿の１人１日平均排出量(L/人･日) 
し尿量(kL/日)    ＝                                                           

１０００ 

 

浄化槽人口(人) × 浄化槽汚泥の１人１日平均排出量(L/人･日) 
浄化槽汚泥量(kL/日) ＝                                                           

１０００ 

 

 

 

 

２）将来のし尿・汚泥処理人口 

前項の処理形態別人口の予測で得られた「し尿収集人口」、「合併処理浄化槽人口及び

単独処理浄化槽人口」を用いる。（表 8.1.6参照） 

 

 

３）１人１日平均排出量（排出原単位） 

過去５年間における排出原単位は、表 8.2.1 に示すとおりである。また、全国平均値

及び標準値は、表 8.2.2に示すとおりである。 

 

表8.2.1 排出原単位 
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表8.2.2 排出原単位の全国平均値の推移と標準値 

                             （単位：L/人･日） 

項目＼区分 し 尿 浄化槽汚泥 備  考 

全国平均値 

2016年度 
(平成 28年度) 

2.52 1.54 

一般廃棄物処理実態調査結果より 

2017年度 
(平成 29年度) 

2.54 1.56 

2018年度 
(平成 30年度) 

2.62 1.59 

2019年度 
(令和元年度) 

2.68 1.62 

2020年度 
(令和 2年度) 

2.71 1.66 

標 準 値 1.4 
単独：0.75 環整第 108号厚生省環境整備課長通

知より 合併：1.2 

 

 

４）し尿排出原単位の設定 

し尿の排出原単位は、全国的に簡易水洗便所等の特殊水洗便所の普及により、標準値

より大きな値となっている。（表 8.2.2参照） 

本町においても標準値より大きな値となっており、過去 5年間では増加傾向にあるが、

このまま増加はしないものと思われる。 

そのため、本町おける今後のし尿排出原単位の設定に当たっては、過去３年間の実績

値の平均値を採用することとする。 

し尿量の予測に用いる排出原単位は、次のとおりである。 

 

し尿排出原単位 

（L/人･日） 

5.42 

 

 

５）浄化槽汚泥排出原単位の設定 

今後の浄化槽汚泥量については、単独処理浄化槽の廃止や浄化槽設置整備事業の推進

によって、単独型汚泥が減少し、合併型汚泥が増加すると予想される。 

このため、本町における浄化槽汚泥の排出原単位については、単独型と合併型に分け

て設定することが適当と考えられる。 

しかし、浄化槽汚泥の収集量は、単独型汚泥と合併型汚泥に区分されていないため、

表 8.2.2に示す標準値の割合で按分することによって、単独型、合併型それぞれの排出



 128 

原単位を算出することとする。 

浄化槽汚泥の排出原単位は、標準値より大きな値となっており、過去 5 年間では増加

傾向にあるが、し尿と同様に、このまま増加はしないものと思われる。 

そのため、ここでは過去３年間（2019年度（令和元年度）～2021年度（令和 3年度）

の浄化槽汚泥の排出原単位（表 8.2.1参照）を、表 8.2.2に示す標準値の割合（単独型：

合併型＝0.75：1.2）で按分することによって、単独型、合併型それぞれの排出原単位を

算出し、その平均値を採用することとする。（表 8.2.3） 

 

表8.2.3 浄化槽汚泥の型式別排出原単位〔計算値〕 

                          （単位：L/人･日） 

項目＼区分 
2019 2020 2021 

平均値 備 考 
(R1) (R2) (R3) 

久山町 浄化槽汚泥排出原単位 12.75 14.63 15.73 － 表 8.2.1より 

 単独型 8.49 9.58 10.49 9.52 標準値の割合 

で按分した値 合併型 13.59 15.33 16.78 15.23 

 

浄化槽汚泥量の予測に用いる排出原単位は、次のとおりである。 

 

浄化槽汚泥排出原単位（L/人･日） 

単独型 合併型 

9.52 15.23 

 

 

以上より、し尿量及び汚泥量の予測に用いる排出源単位をまとめると、以下のように

なる。 

 

項目＼区分 久山町 

排 出 

原単位 

(L/人･日) 

し尿 5.42 

浄化槽汚泥 単独型 9.52 

合併型 15.23 
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６）し尿・汚泥排出量の予測結果 

前項までに設定した「し尿・汚泥処理人口」に「排出原単位」を乗じて、し尿・汚泥排

出量の予測を行うと、表 8.2.4及び図 8.2.2に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.2.2 し尿・汚泥排出量の予測結果 
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１．集合処理施設の整備 

（１）公共下水道整備区域においては、計画に従ってそれらの整備を推進する。 

（２）公共下水道が整備されていながら未接続となっている家庭や事業所等に対し

ては、下水道等への接続を働きかける。 

 

２．個別処理施設の整備 

（１）下水道事業計画区域外については、合併処理浄化槽の設置を推進する。 

（平成 30年 4月「久山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」施行） 

（２）単独処理浄化槽を設置している家庭、事業所等に対しては、下水道への接続を

働きかけていく。 

 

３．生活排水対策の啓発・指導 

（１）水環境の回復・保全に関する教育や広報・啓発活動の充実を図っていくととも

に、発生源（台所等）における汚濁負荷削減対策について啓発を行う。 

（２）浄化槽の適正な維持管理を徹底するため、浄化槽管理者及び保守点検・清掃業

者に対する指導に努め、法定検査受検率の向上を図る。 

 

第９章 生活排水処理基本計画 

第１節 生活排水処理計画 

１．生活排水処理の基本方針 

本町では、町内のほとんどが「多々良川流域下水道」で整備されることとなっており、

生活排水処理における基本方針を、次のように定めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活排水処理の基本方針 
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２．生活排水処理計画 

１）生活排水の処理主体等 

本町における生活排水の処理主体等は、次のとおりとなる。 

 

表9.1.1 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿、生活雑排水 町 

合併処理浄化槽 し尿、生活雑排水 個人 

単独処理浄化槽 し尿 個人 

し尿処理施設 し尿、浄化槽汚泥 福岡市（委託） 

 

 

 



 

 133 

２）生活排水処理の目標 

前章の生活排水処理形態別人口の予測結果を基に、目標年次における生活排水処理の

目標、汚水衛生処理人口及び生活排水処理形態別人口を、次のとおりとする。 

 

① 生活排水処理の目標 

 

 

 

 

 

 

② 汚水衛生処理人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 生活排水の処理形態別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　度　

　区　分

　汚水衛生処理率 93.6 ％ 96.2 ％ 97.3 ％

現　在

2021度 2027年度 2032年度

中間目標年次 計画目標年次

(令和3年度) (令和9年度) (令和14年度)

2021年度 

年　度　

　区　分

　総人口 9,244 人 9,687 人 9,864 人

　計画処理区域内人口 9,244 人 9,687 人 9,864 人

　汚水衛生処理人口 8,653 人 9,321 人 9,602 人

現　在 中間目標年次 計画目標年次

2021度 2027年度 2032年度

(令和3年度) (令和9年度) (令和14年度)

2021年度 

年　度　

　区　分

　総人口（計画処理区域内人口） 9,244 人 9,687 人 9,864 人

　汚水衛生処理人口 8,653 人 9,321 人 9,602 人

 コミュニティ･プラント人口 0 人 0 人 0 人

 合併処理浄化槽人口 135 人 96 人 75 人

 公共下水道人口 8,518 人 9,225 人 9,527 人

 集落排水施設人口 0 人 0 人 0 人

　汚水衛生未処理人口 591 人 366 人 262 人

 単独処理浄化槽人口 27 人 9 人 5 人

 非水洗化人口 564 人 357 人 257 人

現　在

2021度 2027年度 2032年度

中間目標年次 計画目標年次

(令和3年度) (令和9年度) (令和14年度)

2021年度 
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３）生活排水を処理する区域及び人口 

生活排水処理の目標を達成した場合、生活排水の処理施設ごとの処理区域及び処理人

口は、次のとおりとなる。 

 

表9.1.2 生活排水を処理する区域及び人口 

項 目 

 

施 設 

処理区域 

処 理 人 口 

現 在 

2021年度 

(令和 3年度) 

目標年次 

2032年度 

(令和 14年度) 

公共下水道 多々良川流域下水道（久山町） 8,518 人 9,527 人 

合併処理浄化槽 集合処理区を除く町内全域 135 人 75 人 

 

 

４）施設及びその整備計画の概要 

現在、具体的になっている生活排水処理に関する施設及び整備計画の概要は次のと

おりである。 

 

表9.1.3 施設及びその整備計画の概要 

項 目 

施 設 
処理区域 計画面積 計画目標年度 供用開始年度 

公共下水道 多々良川流域下水道（久山町） 651ha 
2035年度 

(令和 17年度) 

1996年度 

(平成 8年度) 

合併処理浄化槽 集合処理区を除く町内全域 － 逐次 逐次 

 

公共下水道については、それぞれの整備計画に基づき整備する。 

また、集合処理区域以外の区域については、合併処理浄化槽の設置を推進するととも

に、整備手法の検討等を行い、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進して

いく。 
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５）生活排水処理対策の普及・啓発及び指導の強化 

生活排水を適正に処理し、水環境を回復・保全していくために、町民及び事業者に対

し、次の普及・啓発活動に努める 

 

① 合併処理浄化槽保守点検・清掃や法定検査の受検など適正な維持管理に関する講習

会等による啓発・指導を行う。 

② 町報掲載やリーフレットの配布、その他各種メディアを活用し、汚濁負荷削減のた

めの啓発に努める。 

③ 水環境の保全をテーマとした環境教育を行う。 
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１．安定かつ効率的な収集・運搬の推進 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬については、現行の体制を基本としつつ、安定した

運営を図るとともに、より効率的な収集・運搬体制について検討する。 

 

２．循環型社会に適合した適正処理の推進 

し尿及び浄化槽汚泥の処理については、現行の体制を基本としつつ、より循環型社会

に適合した適正処理の推進を図る。 

第２節 し尿・汚泥の処理計画 

１．し尿・汚泥処理の基本方針 

し尿及び浄化槽汚泥の処理については、福岡市に委託しており、本町におけるし尿及

び汚泥処理の基本方針を、次のように定めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿・汚泥処理の基本方針 
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年　度　

　区　分

　し尿 （kL/年） 694 511

　浄化槽汚泥 （kL/年） 585 402

　単独型 （kL/年） 37 0

　合併型 （kL/年） 548 402

　合計 （kL/年） 1,279 913

2027年度 2032年度

(令和9年度) (令和14年度)

２．し尿・汚泥の処理計画 

し尿・汚泥処理の基本方針に基づき、し尿・汚泥の処理計画を、次のように定めるこ

ととする。 

 

１）収集・運搬計画 

  ①収集区域の範囲 

収集区域の範囲は、本町行政区域全域とする。 

 

  ②収集運搬体制 

収集・運搬体制は、現行の体制を基本とし、し尿及び浄化槽汚泥とも、許可業者

により処理施設に搬入するものとする。 

なお、許可業者については、収集・運搬量の減少についての対応も検討していく

ものとする。 

 

③収集・運搬の量 

し尿、浄化槽汚泥の収集・運搬量は、前章のし尿・汚泥排出量の予測結果より、

次のとおりとなる。 

 

表9.2.1 収集・運搬量 
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年　度　

　区　分

　し尿 （kL/日） 1.9 1.4

　浄化槽汚泥 （kL/日） 1.6 1.1

　単独型 （kL/日） 0.1 0.0

　合併型 （kL/日） 1.5 1.1

　合計 （kL/日） 3.5 2.5

2027年度 2032年度

(令和9年度) (令和14年度)

２）中間処理及び最終処分計画 

①中間処理及び最終処分体制 

処理体制は、現行の体制を基本とし、福岡市の施設である中部汚泥再生処理セン

ターに搬入されたし尿及び浄化槽汚泥は脱水処理し、含水率 70％以下の脱水汚泥と

して清掃工場のごみ発電燃料として利用するとともに、ろ液は浄化して公共下水道

に放流しており、放流後は、福岡市の下水道施設である水処理センターで適正処理

が行われる。 

 

②中間処理の量 

し尿及び浄化槽汚泥の要処理量は、前章のし尿・汚泥排出量の予測結果より、次

のとおり推計される。 

 

表9.2.2 処理対象物量（日平均処理量） 
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久山町一般廃棄物処理基本計画 

2023年（令和5年）２月 
 

〒811-2592 
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久山町役場 町民生活課 
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F A X：092-976-2463 
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